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1）日本大学文理学部人文科学研究所客員研究員

　はじめに

現在，学校では様々な問題が存在している。学

力不振，不登校，いじめ，発達障害児への対応等

どれもその解決のためには大きな困難を伴う問題

である。しかも，これらの問題はそれぞれが単独

の問題として存在しているのでは無く，複雑に絡

み合いの構造を持ちながら存在している。これら

の問題に対応しながら教育を成立させるために，

我々はなにをどのようにすればよいのだろうか。

教育を成立させるためにはまず，生徒の理解が

必要であることに異論はないだろう。この生徒の

理解は，まず生徒を「観察」することによって生

徒の情況を把握し，その把握内容について生徒と

の「交信」によって再分析し，確かなものにして

いく。そして，その生徒情況を我が身のこととし

て引き受け，生徒の歩むであろう「道」を教師自

身が「代行」することによって再度，「指導内容」

が分析され確定し，指導が行なわれることにな

る。このような指導実践は，日頃の具体的経験
3 3 3 3 3

を

反省的に分析することにより高められることにな

る。つまり，教師の実践的な指導力は，佐藤 （1991）

が述べているように，「事例研究」を通して，創

造的な熟練教師が保持している①即興的思考，②

状況的思考，③多元的思考，④文脈化された思

考，⑤枠組みを再構成する思考によって構成され

る「実践的思考形式」による日々のリフレクショ

ンを通して高められるのである。教育方法学は，

「複雑で複合的な教育実践に接近する確かな基礎

を提供し，教育実践を構成している多様な側面か

ら理論的な反省と批評を行う」 （佐藤，1996）。こ

の意味での教育方法学的研究は，具体的な事例に

関する省察を抜きにしては成立しないであろう。

本論では，具体的な教育問題を解決するための

「実践的思考形式」として，ヴァイツゼカー注1）

をその導きとしながら具体的事例を取り上げ，人

間学的な観点から考察を試みる。

　学校現場というパトスの世界

我々の現場における生徒指導を考えるにあたっ

て，医学的人間学の創始者V.v.ヴァイツゼカーの

言説は大きな示唆を与えてくれる。学校は病院の

ありようのように還元できない特殊性を有した場

である。それは教師と生徒あるいは保護者，同僚

といった様々な関係性が，医師と患者という関係

を基本とする病院的人間関係より遙かに複雑な場

所だからである。この複雑さを複雑さとしてとら

えることが必要である。したがって，ヴァイツゼ

カーの医学的人間学を導きとする我々は，彼にな

らって本論の考察が人間学に重点をおく
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ことにな

るということを確認しておかねばならない。ヴァ

イツゼカー自身が述べているように，彼の医学的

人間学においては，医学的というのはその外面的

な形式を規定するものであって実例と叙述手段を

与えるだけのものであるということを忘れてはな

らない （ヴァイツゼカー，2010，p.13）。

学校という場所では，様々な人々が様々な活動

を通して関わり合っている。生徒，教師，保護者，

カウンセラー，地域の人々など，これらの人々は

まさに学校という場所で「交わる」のである。

ヴァイツゼカーによれば，人々はふだん表面的，

因果的，個別的，原子論的に対人関係 （交わり）

を考えており，「この関係」が存在的な事態では

V.v.ヴァイツゼカーのパトス学の観点からの

生徒指導に関する人間学的考察
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立つという点にある。」 （ヴァイツゼカー，2010，

p.86） しかし正しいとか真であるとかの必要なく

役に立つものをそれと知りうるのも，このパトス

的カテゴリーを利用できる人だけだろう （ヴァイ

ツゼカー，2010，p.86）。

学校という場所も病院や診療所と同様に，この

パトスに満ちあふれている。学校に行きたいのに

行くことができない生徒，何とか学校に来られる

ようにしたい教師，何とか学校に行かせたい保護

者，学校に行きたいけど行くことができずそのこ

とをすまないと思う生徒，何とか生徒を助けたい

カウンセラーや養護教諭など人間の情念が絡み合

い様々な出来事が起こる。我々現場の教員は，こ

の情念に付き添い関わらねばならない。

精神病理学者の木村敏はヴァイツゼッカー著

『病因論研究』 （1994） の解説の中で，この情念に

基づく関係性の事態は，それぞれの人間の生活史

というドラマとして見なければならないと指摘し

ている。学校現場でこのドラマの主役を演ずるの

は，生活史上での重大な転機に際して生徒の機能

が変換して別の機能となり，それとともに生徒に

とっての現実も変換して別の機能となるという事

態である。ここで我々はヴァイツゼッカーが指摘

しているように，「機能」という生理学用語が数

学の「関数」と同じ語であることに注意しなけれ

ばならない。生徒にとっての現実とは，そこに生

きている生徒がそれに対してどのような態度をと

るかの「関数」なのであって，それは換言すれ

ば，そのような現実を主体的に作り出す「機能」

なのである。したがって，この機能を把握するた

めの教師と生徒の，あるいは教師と保護者の「交

わり」は，この各自の生活史という物語をどう聴

き取るか，ひとえにこの聴取にかかっていると

いっても過言ではない。そして，この「交わり」

は「見ること」と「聴くこと」が一体となった

「行為」として行われなければならない。

木村敏はこの生活史の精神医学における意味を

次のように語っている。「現象学的精神病理学者

が，いずれも現存在の『世界性』の面にのみ眼を

向けて，『時間性』ないし『歴史性』の面への着

目を怠ってきたことは，その結果として現象学的

精神病理学の臨床的射程の著しい短縮をもたらし

なく，パトス的な「ゆらぎ」注2なのだということ

を完全に見逃しているという （ヴァイツゼカー，

2010，pp.82-84）。

医療においては，医者と患者の対話は問いと答

えのやりとりとして展開される。ここでは「い

つ」「どこ」「なに」「なぜ」の主題はすべて情念

的ではなく知的な外見をもち，したがって当然，

パトス的ではなく存在的な色彩を帯びている。し

かしここで気分や情動の色彩に染め上げられたパ

トス的な光景に踏み入れるやいなや，その関係性

の光景は一変する。患者は医者の前に現れたこと

だけで，あるいはそれに加えて言葉でもはっきり

と「わたしは健康になりたい」といっている。つ

まり患者は彼がそうなりたいものであるのではな

い。これはわれわれの存在のパトス的状況であっ

て，それをこの患者は願望，希望，意図といった

かたちで経験している。患者は病気であるかぎり

彼が現にあるところのものではない。しかしわれ

われの人生には，病気以外の場面でも，なんらか

のパトス的状況がいつも認められる （ヴァイツ

ゼッカー，2000）。

「私がなにかをしようと思う （Will） のは，それ

が現在はない （nicht ist） からである。もし現在す

でにそうなっているのなら，それをしようとは思

わない。あるいはそういう意志をもつことなど

まったくできない。私がなにかをできる （Kann）

のは，それがやはり可能性としてはあっても現実

性としてあるのでないからである。さらに，私が

なにかをしてよい （Darf） のはそれが許されてい

るからだし，私がなにかすべき （Soll） なのはそ

れが命じられているからだし，私がなにかをする

必要がある（Muß）のはそれが不可避だからであ

る」 （ヴァイツゼッカー，2000）。つまり存在自体

は欠如していて，あるのではなくて思われている

だけだというあり方をパトス的と呼ぶのである

（ヴァイツゼッカー，2000）。

パトス的なありかたとは，実のところ，現にあ

らぬものとの「交わり」かたのひとつにすぎない

（ヴァイツゼッカー，2000）。臨床，実践の場面で

このパトス的なるもの，パトス的カテゴリーが重

要なのは，「それで正しいこと，真のことが捉え

られるという点にあるのではなく，結果的に役に
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いうことをパトス的観点から検討するにあたって

ここに事例を提示する。事例の提示にあたって

は，本稿の考察を他の事例に転用していくという

実践的意義をふまえると，我々の周りでよく見受

けられる典型的な事例が考察対象としてふさわし

い。特異な事例は，確かにその事例としてのイン

パクトこそあるものの，それをその他の問題事例

に引きつけて考えようとするときに困難を引き起

こす。ここで取り上げる事例は，箸者が教育活動

を実践する学校における事例であり，他校におい

てもよく認められる事例であると考えられる。学

校現場における問題は，様々な人間関係から発生

するが，ここでは主に不登校の状態にある生徒と

その保護者のあり方を提示する。高等学校に入学

する以前の経緯，家庭環境，人間関係，入学後の

生徒の様子と変化，さらにはその保護者の様子と

変化について叙述する。ここでの記述は前述した

生徒や保護者の情況に対する観察－交信－代行分

析及び指導内容分析から得られた内容である。

事例は，入学相談時の生徒・保護者と教師の面

接の場面に始まり，入学後の教育活動の中での生

徒の変化を追う。入学時の面接は各自の生活史に

ついての物語の聴取である。面接では聴取の中に

見えてくる生徒本来のあり方を読み取り，その後

の教育活動の可能性を探求する重要な手がかりを

得ることになる。また，そこに家族，特に保護者

がどのような関わりをもつのか （パトス的な意味

において） ということも生徒のあり方を考える上

での大きな背景となる。事例の提示にあたって

は，箸者自身が教育の現場に入りこみ，そこに立

ち現れる出来事について現象学的態度をもって，

ギアーツ （1987） の言う「分厚い記述 （thick de-

scription） を心がけた。なお，外的な個人的事情

をぼかすために事例には可能な限り変更を加え

た。その際にも面接時や入学後の生徒の真実をな

るべく損なわないように工夫した。

１　Aさん（入学時：高１・女子）のエピソード

1）入学時面接において

Aは小学校高学年から不登校傾向が始まった。

中学校の 3年間も結局は継続的に登校することは

できなかった。朝になると目は覚めるものの，眩

てしまったとしってよい。人間存在の本質は，現
3

在の時点
3 3 3 3

における対他者，対世界的関係につきる

ものでは決してない。人間が人間であるというこ

と，自己が自己自身でありうるということは，人

間が歴史的存在であり，自己が時間的存在である

ということを根拠にしてはじめて可能になる。つ

まり，現在の自己の存在が，過去のすべての生活

史の積分として，また次に来るべき未来の微分係

数として固有の歴史的・時間的な意味をもってい

るからこそ，自己固有の自己性も可能となるから

である。」 （木村，2006，p.19-20） つまり，「精神病

理学は臨床の現場を離れては成立しない。「臨床

の現場」である患者の病態のうち，精神科医がそ

の日その日に関わりあう横断面的な精神症状は，

現実には薬物療法の対象であり，生物学的精神病

理学の研究主題である。精神病理学がこの横断面

的状態像の記述のみに終始しているのであったな

ら，それは分子構造の模型を題材にした絵画や機

械音の録音を用いた作曲と大して変わらないだろ

う。つまり，それ自体としては美しいものであっ

ても，それは分子生物学や機械工学の現実とは何

の関係もない美しさにすぎないだろう。臨床の現

場における精神病理学の真の課題は，現在の患者

の病態を彼の全人生の文脈の中で正しく捉えて行

くという縦断面的ないとなみにある。つまり現在

の病態が患者の人生にとってどのような意味を

もっているのかを見極めるのが，精神病理学に課

せられた使命なのである。そのためには，精神病

理学は，患者の自己が他者や世界との「あいだ」

の場所において，また自己自身との「あいだ」の

歴史性において，どのようにして「時間」を生き

ているか」 （木村，2006，p.20-21） このことから眼

をそらすわけには行かない。

したがって，ヴァイツゼカーや木村の指摘をふ

まえれば，学校という現場で生徒を理解するとい

う我々の営みは，生徒の「パトス」の「世界性」

と「歴史性」 （時間性） を見ることと理解できるで

あろう。

　事例提示

前述したことをふまえ，生徒指導が教育現場に

おいて具体的にはどのようにおこなわれるのかと
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Aは礼儀正しく，文字もきれいに書き，言葉遣

いも丁寧で好感がもてる生徒であったが，自信の

ないまなざしでこちらを見る。面接中も体を小さ

く丸めて表情は固かった。面接の際に面接者は本

人の話をスムーズに先に進めていけるように，な

るべく柔らかい表情を心がけ，次の言葉が詰まっ

てしまわないように促した。Aになるべく優しい

眼差しを送り，Aの話を受けとめることに集中し

て，話を中断させないようにした。Aはささやく

ような小さな声で話を続けた。

Aは自分の現在の状況に加えて，それ以前の経

緯や家族のことについて語り始めた。Aには 2歳

年下の弟がいて，地元の少年サッカーチームに

入って活躍している。両親は週末になると弟の

サッカーの試合に付き添い，Aが小学校 5年生の

頃から週末は両親と弟が家を空けることが多く

なった。Aは一人，自宅に留守番として残るか学

習塾へ通うという過ごし方をしていた。今でもと

くに母親は弟のサッカーにつきっきりという感じ

で，弁当を作ったり試合の場所まで送って行った

り応援に行ったりして忙しくしている。家族はあ

たかも弟を中心に動いているようにAには見え

る。小学校高学年のときには私立中学校受験をし

ようと思って塾に通っていたが，なかなか思うよ

うに成績が伸びず 6年生の途中で私立中学への進

学はあきらめることになった。両親は公立中学校

でもいいと言って，Aを責めるようなことは全く

なかったが，せっかく塾に通わせてもらったのに

申し訳ないと思った。弟は成績も良くサッカーも

得意で，現在は私立中高一貫校に入学して学習し

ている。Aは家族の中で自分だけが取り残された

ような感覚に襲われ，不安になることがある。

きちんと学校へ行かなければと思い，少し無理

して登校したときには気分が悪くなり，教室で倒

れてしまったことがあった。それ以来，無理して

登校するということ自体が恐怖で，それ以前にも

増して学校へ行くのが怖くなってしまった。

Aは小学校高学年までの学校での成績もよく，

不登校気味になるまでは両親にとって，取り立て

て心配のない子どもであった。自分の身の回りの

ことも自分ででき，特に大きな問題はなかった。

だからこそ，両親はAの不登校の状態を容易に受

暈におそわれ身体を起き上がらせることができず

に数時間を布団の上で過ごすことになる。身支度

を整えられるのは結局昼近くになってしまい，登

校できたとしても午後からということは少なくな

かった。こうして結果的に通常通りの中学校生活

を送ることが困難となり，欠席・遅刻数は増えて

いった。

―朝起きられないんだね。それはどんな感じかな？

A：夜，寝る時点では「明日はちゃんと学校に

行こう。時間割はこんな具合だった。学校へ行っ

たらきちんと授業を受けて清掃までやって一日を

過ごそう」と，学校で具体的に何をするかまで考

えてから眠るんです。きっと明日はちゃんと起き

て学校に行けると寝る時点では100％思っている

のに……。朝になると，頭では学校に行きたいの

に身体がどうしても動かないんです。本当なんで

す。お母さんもみんなも，もしかしたら私の言う

ことを心からは信じてないのかもしれないけど本

当にそうなんです。でも，実際に学校に行けたと

しても，なんでそんなに遅刻するんだ。さぼり

じゃないのかと誤解されているかもしれない。そ

う思うと，学校に行くこと自体もだんだん怖く

なってきました。

― （別室での保護者との面談で）Aさんの状況は

どんな感じでしょうか。

Aの保護者：たぶん学校へ行きたいという気持

ちは強いのだと思います。朝になって部屋に様子

を見に行くと，とても青白い顔をしてどうしても

起き上がれないと言うんです。私自身はそういう

経験がないので，最初はびっくりしましたし，も

しかして仮病なのかもとも思いました。そういう

ことが始まったのが小学校 6年生の頃だったと思

います。小学校 6年生のときのクラスは私から見

ても落ち着きのない雰囲気のクラスだったので，

本当は学校へ行きたくないということもあったの

かもしれません。中学に進学したら一からやり直

すと本人が言っていたので，私も家族もそれを期

待していましたが，結局状況は一進一退を繰り返

すという感じで，思うように継続的にきちんと学

校に行くことが今もできていません。
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いるのが苦しく，過呼吸気味になってしゃがみこ

む姿が見られた。

それでも，みんなで音を分担してそれを合奏と

して合わせて美しいひとつのハーモニーを創り出

すのはとても楽しい時間だった。何より，練習中

は人と話をしなくてもいいのは気持ちが楽だっ

た。Aは，多くの人たちと同じ空間にいること自

体を苦痛に感じることも多かったので，ハンドベ

ルの練習に集中して会話をはさむことがなくても

みんなで一緒にいられるのはとても気持ちの良い

ことだった。

ハンドベル部の部員は12名で，指導する教員

が 2名，練習の際には14名が集まって活動する。

部員は男女混合で，学年も 1年生から 3年生まで

が含まれている。ハンドベル部の活動は他学年の

生徒たちが集う交流の場でもあり，ハンドベルの

演奏を通してAは部活動の雰囲気になじんで，ク

ラスでの活動にも変化が見られた。入学当初は自

分から積極的に他の生徒に話しかけたり，交流し

ようとしたりする様子はほとんど見られなかった

が，ハンドベル部の活動が軌道に乗った頃からク

ラスでの交友関係に広がりが見られるようになっ

た。学校やクラスといった集団への違和感が弱ま

り，雰囲気になじんで活動できるようになって

いった。

― （入学から半年後の放課後の教室で）入学当初

と今で，自分の中で変わったと思うことはある

かな？ 

A：朝起きるときに感じていた苦痛は少しずつ

なくなってきていると思います。夜の時点で次の

日のことを心配してあれこれ考えることも少なく

なりました。よく知り合えていない人と話すのは

今も苦手ですが，学校に来ること自体は怖くはな

くなりました。先輩たちのことを見ていると，自

分も 1年後はこんなふうにできるようになるのか

なあと思えるようになりました。ハンドベル部の

人たちとは特に仲良くしているということもない

のですが，一緒に活動していると安心できると思

います。曲が完成するととてもうれしいし，みん

なで作り上げているという気持ちになります。今

はハンドベルの活動をすることが私の生きがいだ

けとめることはできなかった。両親には，Aがそ

こまで学校に行けなくなってしまう理由について

全く見当がつかない。身体的な問題があるのかも

しれないということで，病院で検査を受けたが思

春期性の低血圧症の疑いがあるという診断であ

り，即効性のある治療は特にないとされた。

2）入学後の経緯と変化

入学時に，「2日連続して登校できたら1日は休

んで休息をとる」「体調の変化があった場合には

無理をせずに帰宅する」「授業の途中であっても

体調が悪化したら教室から出て休憩室に移動す

る」など，体調の不安を克服するための具体的な

方針を決め，本人・保護者・担任・他の教科担当

者が共有した。

Aは入学時の取り決めによって，「休む」こと

が悪いことではないと思うようになり，「まった

く動けなくなる前に休んでおく」というのも登校

を継続させる方法だと思うようになった。入学後

1か月くらいは欠席や遅刻が見られたものの，2

か月目以降は欠席・遅刻が減っていった。ただ

し，学校に対する姿勢が積極的なものに変化した

様子は見られず，自らの登校のパターンをつくっ

てそこに自分自身をあてはめていくという感じで

あった。

クラスでの様子としては，Aの座席の周囲の女

子生徒とごく稀に会話があるものの，自ら進んで

周囲の雰囲気にとけこもうとする様子は見られな

かった。義務的に学校に来るということを自らに

課しているようであった。

Aは音楽が好きで，この学校に入学しようと決

めたのも「ハンドベル部」で活動してみたいと

思ったからだった。しかし，実際には授業を受け

るために学校に来るのが精いっぱいだという気も

していた。両親もまずは学校にしっかり通うこと

を優先する方がいいのではないかと助言した。A

自身も放課後に部活動を行うだけの体力と気力が

自分にあるかは疑問であった。そんなとき，ハン

ドベル部の先輩がAの教室にやってきて部活動へ

の参加を誘ってくれたため，Aは思いきってハン

ドベル部の活動に参加してみることにした。入部

して数か月の間，2時間の練習時間を立ち続けて
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い，育てやすいいい子であると感じていた。自分

のことは自分でできるのでそれほど神経質に目を

かける必要も感じていなかった。

Aが小学校 5年生になったときに，弟がサッ

カーを始めたことで状況が大きく変わった。いい

子であるAに向けられていた両親の視線はその多

くが弟に注がれるようになった。それだけではな

く，家族全体の雰囲気やペースは弟の言動によっ

て決まるようになってくる。両親の期待に応える

ことがAにとって最も重要な課題であったのだ

が，両親の期待や歓喜や注目はその多くが弟のも

のになっていった。

Aは感受性が強く，両親が自分に何を望んでい

るのかを両親の表情や態度を見ながら考え，それ

に沿って行動してきたので，期待が他へそれるに

従って「自分が何をするべきなのか」「何をした

ら両親にほめてもらえるのか」が分からなくなっ

ていった。勉強することも習い事をすることも，

全ては両親の期待通りにおこなって認めてもらう

ことが目的だったので，困惑が彼女を毎日のよう

に襲うようになった。Aの意識としては「弟の

サッカーさえなければ」ということはまったくな

かった。むしろ，弟の活躍を願っていたくらい

だった。しかし，実際のところは両親の注目を一

身に集めている弟と自分自身の存在の薄さのコン

トラストに耐えられなくなっていた。

まったく意識的にではないが，この頃からAを

原因不明の身体の調節不能が襲うようになった。

起きたくても起きられないというかたちで，それ

は身体に顕われることになった。A自身が述べて

いる通り，意識としては「起きたい。学校に行っ

て勉強したい」のだが，どうしても身体が動かな

いという状況に陥ってしまう。実際にはこの状態

は，家庭内での状況の変化にA自身が適応できな

くなったと見ることができる。A自身が生きるか

たちとして指標としてきた「両親が自分に求める

ことを実現する」という状態が保持できなくなっ

たためである。小学生・中学生である自分は他の

多くの人たちと同様，学校に行って勉強するのが

いいに決まっているのに，どうしてもそれができ

ないというかたちでAは生きるようになってし

まったと考えることができるだろう。それはAに

と思います。

― 家族との関わりで何か変わったなと思うことは

ある？

A：両親が私に遠慮しなくなったような気がし

ます。これまでは私が学校にきちんといけるのか

どうかを両親に見張られている気持ちがしていま

した。両親は遠慮して，私のことに触れないよう

にしているようにも思えました。学校に行けない

ときに，母親がとてもがっかりしている様子を見

るのはつらかったです。いつも私のことをどんな

ふうに思っているのかが心配でした。私のことを

気遣ってきた家族に何か恩返しがしたいとは思い

ますが，何をしたらよいのかはよくわかりませ

ん。

― （入学から半年後）Aの最近の様子はいかがで

すか？

Aの保護者：できるだけ本人がやりたいように

やるのを見守るようにしてはいますが，いつまた

中学のときのように学校に行けなくなるのかが不

安で仕方ありません。なかなか安心できない状態

です。ハンドベルの活動を続けるのもいいのです

が，疲れてしまって学校そのものに行けなくなっ

たらと思うと心配です。今の状態は無理しすぎて

いるのではと思います。あの時の不登校の状態に

戻られるのだけは困ります。とにかく毎日元気に

学校に行ってくれればと願うばかりです。それか

ら，学校に行けばいいというのではなくてやはり

勉強をしっかりやってもらわないことには。高校

を出てまたつまずかれたら，また親が何かしなけ

ればならないんでしょうか。ひきこもりになられ

たら大変です。それと，お友達がちゃんとできて

いるのかも気になります。高校生なんだからお友

達もつくって楽しく高校生活を送ってほしいで

す。

Aはもともとしっかりした性格の生徒で，両親

の言いつけをよく守り模範的な子どもであった。

両親の期待に沿うのが自分の役割だと感じ，勉強

や学校での生活も期待に沿えるように努力してい

た。両親もそういうAはとりたてて心配をかけな
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ムを用いてAの状態を理解し，整理し，Aのパト

スのペンタグラムの状態，つまりAにおけるパト

スの絡み合いの構造を理解・整理することが，A

にとって必要な指導を考える前提となる。

Aは入学時までは不登校の状態にあり，かつ自

分自身の身体を思うようにコントロールできない

という症状に陥っている状態にあった。パトスの

あり方，つまりパトスのペンタグラムが不均衡と

なり，問題が生じていると考えることができる。

目に見える不都合な現象はすべて，パトス関係の

不具合が根底にあって起きている。生徒の不都合

な状況を改善させるためには，その関係性が変容

していく契機を与える必要がある。

Aは事例において見られた通り，保護者の期待

に沿うこと，期待に応えてほめてもらうことを常

に意識していた。つまりAの入学前の状態は，パ

トスのカテゴリーにおいてはDarf ［してよい／さ

せてもらう］，Soll ［すべきである／する義務があ

る］，Muß ［せねばならぬ／必要である／必然的

である］ の 3つが過剰な状態にあったと見ること

ができる。保護者がAに対して「してよい」「す

べきである」「せねばならぬ」としたことがらに

ついて，行為面において忠実に実行していた。一

方で，AはWill ［しようとする／したい／意志す

る］，Kann ［できる／可能である］ のカテゴリー

については大変弱い状態にあった。主体的に何か

を「しようとする」姿勢や，自分自身が何かを

「できる」という実感については非常に希薄で

あったと見ることができる。

本事例においては両親，弟との関係性の変化を

契機に不登校が見られるようになった。しかしこ

れは「両親の関心が弟に移った」という単純なこ

とがらを示しているのではない。むしろ，意識の

上ではAは弟の活躍を喜んでいるし，両親にも大

きな不満があるわけではない。このように，Aの

言葉や行動の表面にあらわれてくることはAのパ

トスのペンタグラムとはかけ離れているため，そ

れらの絡み合いを見ようとしない限り，Aが陥っ

ている状況の核心に迫ることはできない。

我々の指導においては，Aのパトスのペンタグ

ラムの不均衡を調整し，Aが不登校の症状を脱す

るために，Will［しようとする／したい／意志す

とって利得のある状況でもあったと言える。弟の

サッカーに集中していた両親の注目と心配を自分

自身に集めることに成功しているのだから。

一方保護者については，全く心配をかけたこと

のないAが不登校状態になってしまったという事

実にショックを受けていた。「普通のことを普通

にできるいい子」だと思っていた長女が，ある日

を境に全く別の人間になってしまったが，その理

由が自分たちには全く分からないという受けとめ

方である。とにかく「普通にしてほしい。普通の

状態に戻ってほしい」と願うことしかできない。

学校に通うという誰もができる普通のことができ

なくなったAを心配する気持ちはもちろんあった

が，それよりも「どうしてうちの子がこんなこと

になったのか」「こんなはずではなかった」「こう

いう状態が続くのは困る」という気持ちでいっぱ

いだったと思われる。本人の状態についての心配

というよりはむしろ，自分たちの気持ちの整理が

つかないことや受け入れられないつらさが多くを

占めていた。

２　指導実践の経過と人間学的解釈

人間の生とはパトスの絡み合いのあり方で表現

される。問題を抱える生徒の根底にはパトスの絡

み合いの不均衡があり，10代の生徒の場合には

絡み合いの対象は，主に生活をいつも共にしてい

る家族であり，家族との関係が生徒自身のパトス

に大きな影響を及ぼしていると見ることができ

る。

ここでヴァイツゼカーによるパトス的カテゴ

リー （pathische Kategorien） について確認してお

きたい。パトス的カテゴリーにはWill［しようと

する／したい／意志する］，Kann［できる／可能

である］，Darf［してよい／させてもらう］，Soll

［すべきである／する義務がある］，Muß［せねば

ならぬ／必要である／必然的である］の 5つがあ

る。パトスのペンタグラム （pathisches Penta-

gramm） は幾何学的なかたちをしていて，この 5

つが互いに一定の仕方で関係し合っていることを

示している。（ヴァイツゼカー，2010，p.85-89）

したがって我々の指導実践においては，パトス

のカテゴリー，それら 5つのパトスのペンタグラ
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して自分自身が全体との関係を保持しながら交

わって存在できることを実感する。つまりそれ

は，身体性を基盤とした受動総合の世界において

ノエシス的身体性の世界で他者とつながるという

この上のない経験であると言える。ノエシス的自

己・身体性の世界を強化することによって，そこ

を基盤としたノエマ的自己・身体が立ち上がって

くることになる注3。

Aが学校に行きたいのに行けないという症状

は，本来A自身のパトスの中でWill ［しようとす

る／したい／意志する］ が占めるべき場所に，家

族とくに保護者のMuß ［せねばならぬ／必要であ

る／必然的である］ が大きく入り込んでしまって

いたと見ることができる。我々の指導はすべて保

護者のMußをA自身のWillへと変容させるため

のものである。

以上のことを実現するために教職員全体で討議

をおこなった結果，以下の指導がおこなわれた。

まず教頭から，Aが両親の注目を集める方法が

「不登校」の状態にあることであったことが指摘

され，その方法を他へ「ずらす」必要性があると

いうことになった。つまり，Aのパトスの対象を

家族から他の人間へ移すということである。この

ためにまずA自身には，目標を小さく設定させる

ことで学校に登校できる日を増やしていき，登校

の実績を積ませることで徐々に不登校ではない状

態になるよう指導していった。担任は，連続して

登校させることを時には意図的に回避させて，登

校が完全に途絶えてしまうことを避けさせた。

また，教職員はAのこれまでの経緯 （中学時代

に不登校であったことや，朝になると思うように

身体が動かなかったことなど） を恥ずかしく特異

なものであるというようには扱わず，Aに対して

これまでの生活の延長線上で自分の力でできるこ

とから積み重ねていけばよいと実感させることを

あらゆる場面で心がけた。つまり「できない」こ

とを強調するのではなく，「できる」ことに向か

うことを勧めていく立場をとり，AのKannを強

化しようと試みた。指導者が生徒の「できていな

い」ことではなく，「できる」ことに目を向けて

いくだけで，生徒は自分が「できる」ことに注目

していくことができるようになっていくのは明ら

る］，Kann ［できる／可能である］ の強化を図る

ことが主題となることが分かった。したがって，

Aの指導はこの見解に基づいて組み立て，遂行す

ることになる。それによってパトスの均衡を実現

し，Aの主体が形成され，自立に向かうことが目

指される。

以上のように考えると，実際にAの世界を大き

く変化させていくためには，何かを教え，与える

ことだけでは不十分である。パトスの絡み合いを

整理してAにとっての「生きやすい」状況をつく

り出す必要がある。Aの生きるかたちを変えてい

くということは，A自身が世界と交わる方法を変

えていくことに他ならない。それにはまず，身体

のコントロールを失ったAにとって自らの身体を

取り戻すことが必要である。それは「身体そのも

のが意識の関与なしに外界と境界面で維持してい

る相即関係を変化させる必要がある」 （木村，

1994） からである。

Aの指導を遂行する上で重要なことは，家族以

外の人間関係の構築である。Aのパトスの絡み合

いの対象を疲れ果てた家族とのパトス関係から切

り離していく必要がある。Aが小さな目標をクリ

アしながら学校に登校できるようになったら，次

の段階はAが生きられるような世界との関係づく

りをしなければならない。そこで我々はAが興味

を持っていたハンドベルをそのツールとして用い

ることとした。Aが興味を持っていて，なおかつ

身体の活動を伴うハンドベルは効果的なパトス形

成の場であった。

ハンドベルという楽器は，演奏する全員が演奏

する曲で用いられるすべての音を分担して奏でる

珍しい形態の楽器といえる。演奏者が一人抜けて

しまえば，そこに存在するはずの音が曲全体から

すべて抜け落ちる。つまり曲が成立しないという

事態に陥る。合奏の構造については木村敏が述べ

ているように，個々の演奏は全体の音楽に拘束さ

れており個と全体の関係によって成立している。

（木村，2012） 個として自分の役割を果たすと同時

に，それはそのまま全体の構造の中にあって全体

との関係を維持しながら進んでいく。全体の流れ

と個の演奏のよい関係を探りながら演奏が展開さ

れる。このような場に身を置くことは，身体を通
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他の人間に移っていった。

パトスの対象が家族から学校の友人たちに移行

していく経過の中で，Aは身体のコントロールが

できなかった状態から，身体によって世界と交わ

れる状態に変わっていった。Kannの強化の段階

を踏んで自己の身体を取り戻していったAは，や

がてWillの基盤を強化し，未来を展望することが

できるようになっていった。

以上のような指導の結果としてAは，不登校と

いう場所を脱し，WillをもちKannを形成するこ

とができるようになった。Aはノエマ的自己のあ

り方を大きく変容させることになった。つまり当

初のAはノエマ的自己の根底にあるべきノエシス

的自己・身体性を家族とのあいだでしか形成でき

ていなかった。そこでのノエマ的自己は脆弱で

あったと言わざるをえない。家族と私という関係

を乗り越えて，他者とのあいだで育まれるノエシ

ス的自己・身体性が強化されることによって，脆

弱なWillやKannしか保持できなかったノエマ的

自己を超越して，強いWillやKannをもつノエマ

的自己を確立できるようになった。これはAの自

立への第一歩と言える。

また，付言しておきたいのは，このような教育

活動を通じて，この問題に関わった教師集団の教

育力の向上と学校内の雰囲気の変容である。「創

造的な雰囲気をかもしだすためには，何をしなけ

ればならないのか。家族の間に健全な雰囲気が行

き渡るために，どのような寄与をすることができ

るのだろうか。どのようにすれば気のやすまる雰

囲気になるのか，歓待的な雰囲気になるだろう

か。子どもを育むような雰囲気になるだろうか。

これらの問いに答えるのは困難である。しかし，

一般的に当てはまることとして，こう言うことは

できよう。すなわち，そのための欠かせないの

は，まず，そもそもこうした人と人との間の事柄

そのものに注意を向けるような姿勢である。そし

て次に，控えめなコミュニケーションの態度，す

なわち，自らを表出し行為しようとする意図から

自分を連れ戻し，育たなければならない
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

当のもの

に寄与するよう自制する態度なのである。」 （ベー

メ，2006） 今回の実践ではこのような「育たなけ

ればならないもの」の誕生が垣間見えたといえ

かである。教師という立場の者は，無意識ではあ

るにせよ生徒の「できていない」ことに注目して

しまいがちであることを自省しなければならな

い。

さらに，Aは期待に沿えない自分に自信を失く

していることから，小さな成功体験を積んでいく

ような状況をつくる必要があった。成功体験を積

むということは，自らそのように体験し，実感す

るということである。そのためにハンドベルの活

動や体育の授業の中では特に，他者と自然に交

わってその場にとけ込むような体験をさせること

を重視した。ハンドベルの演奏を通して言葉では

言い表せない一体感を共有したり，体育の活動の

中においてチームでまとまりをもって行動したり

するとき，教師はそれがより自然なかたちで成さ

れるように配慮した。このようにしてAは，その

場に自らの身体をなじませていくことによってノ

エシス的身体性を強化していった。ノエシス的身

体性が強化されると，集団に対する違和感が和ら

ぎ，安心してその場に存在することができるよう

になる。この体験を通して，Aは自分が世界の中

になじんで他者と共存しているという実感を得る

ことができるようになった。学校生活において，

Aがこういう場を日々の活動の中で繰り返し体験

することが重要であった。

Aが小さな成功体験を積む際に，教職員はAが

自分自身の努力でできたときにほめて認めること

を心がけた。成功体験は自らの活動の中でおこな

われることではあるが，実際に自分で成功だと

思っただけでは成功体験の価値がAの中に根づか

ない。そこで，例えばハンドベルの活動の中で，

指導教員はAが新たなステップを踏むことができ

たときを見計らってその成功をほめるということ

が必要であることを確認して実践した。このこと

を通してAのKannは徐々に安定的なものとなっ

ていった。

やがてハンドベル部の活動の中で成功体験を重

ね，他の部員とともに曲を創り出し，言葉を超え

た交流が円滑に行われるようになったAは，家族

と自分という関係から離れ，他の人間関係の構築

を果たし，そこで安心を得ることを経験すること

になった。こうしてAのパトスの対象は家族から
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我々は生徒を理解するということが，このよう

な目で見ることの出来ないパトス的地平において

おこなわれることを忘れてはならない。

注

注 1   本稿ではヴァイツゼッカーの表記が「ヴァイツゼ

カー」と「ヴァイツゼッカー」となってる箇所があ

るが，これは引用文献の表記の違いによるもので同

一人物である。

注 2   ヴァイツゼッカーはその著「アノニューマ」（『生

命と主体』木村敏訳，人文書院）の中で「ある/存在

する」について「存在的」と「パトス的」を区別し

ている。「存在的」な「ある」とは有的・客観的・事

物的な客観的認識の対象となりうる性質のもので

あって，「パトス的」な「ある」とは生命的・人称

的・人間的な認識対象となりえないような依拠関係

のなかにあるものとしている。

注 3   木村敏は，現象学的身体論を概観した上で，「ノエ

シス的身体性」と「ノエマ的身体」という概念を提

示している。ここでいう「ノエシス的」とは「もの」

として対象化することのできない純粋な事態，ある

いは主客未分化な出来事をさしている。これに対し

て「ノエマ的」とは意識の内容として，志向的対象

として，気づかれた「もの」のあり方をさしてい

る。したがって，ノエシス的身体性・自己性はノエ

マ的身体・自己を根底から基づけることになる。
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る。これらの点については，主題への照準の確保

と紙面の都合上別の機会に譲りたい。

　おわりに

以上のような経過の後，Aの身体症状は大きく

変容して以前の不登校の状態とはまったく違う健

常な状態に落ち着いた。欠席することなく登校で

きるようになり，表情に笑顔があふれ，生き生き

と活動できるようになった。交友関係も広がり，

安定した学校生活を送ることができるようになっ

た。また，ハンドベルの活動や演奏を通して自信

をつけ，将来の自己像を具体的に抱き，自ら大学

進学を志すようになった。A自身が「自分の病気

はもう完全に治ったと思う」と語っている。

不登校をいわゆる「病気」というように捉える

ことは許されないだろう。不登校の問題は，病気

が治って社会に戻っていくというような単純なこ

とではなくて，「学校に行かない」という選択を

する子どもたちも存在することは事実である。し

たがって，本稿のような結末がすべてだとはいえ

ない。しかし，現実の学校では，本稿で取り上げ

た生徒のようなケースで苦しんでいる生徒は少な

くない。現場の教師は実践者であり，評論家のよ

うに傍観者でいることは許されない。我々はその

時々に起こる現実的問題について将来を見越した

上で，とりあえずの最適な解決をしていかねばな

らない。

問題を解決していくためには生徒を理解するこ

とが出発点となる。生徒を理解するということは

すなわち，生徒・保護者のパトスを理解するとい

うことに他ならない。それぞれのパトスはペンタ

グラムによりかたちづくられている。生徒が何ら

かの不都合な情況にあるとき，それはパトスのペ

ンタグラムの不均衡であると見て取ることができ

る。指導とはこの不均衡を修正することである。

本稿のケースからパトスのペンタグラムの修正の

ためには，ノエシス的自己（身体性を含む）の世

界を捉えることが重要であることが明らかとなっ

た。このような生徒指導の視点は，今後同様な

ケースに対応する際のひとつの出発点として位置

づけられ取り組みの原形となるであろう。
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．はじめに

本稿では，高等学校の通常学級に在籍する発達

の課題やメンタルヘルスの問題を抱える生徒への

進路指導およびキャリア教育について取り上げ

る。自己に対する興味が希薄で，「今」を生きる

ことにさえ困難を抱える生徒に対して，有意義か

つ将来的な展望を持つことができる進路指導につ

いては，一般的におこなわれている指導とは異な

る視点と工夫が必要となる。

そもそも，進路指導注1）とはどのようなものな

のか。花屋 （2012） によれば，学校における進路

指導は，「生き方の指導・援助」とされる。ま

た，学校教育は学習指導と生徒指導という二つの

機能を備えており，進路指導は生徒指導に含まれ

る一つの発達的側面の指導として位置づけられる

ので，学習指導と生徒指導は，統合的に作用する

ことによって，学校教育は健全に機能する。した

がって，進路指導は，生徒一人ひとりが，生きて

いくなかで抱える問題や自分の思い・願いに気づ

くことを第一に求め，そのことを自分の生き方

と，生きていく社会や世界，特に職業・労働との

かかわりのなかで理解し解決すること，あるいは

自分の生きる目的を発見し実現していくことを援

助する教育機能といえる （花屋，2012）。

以上の進路指導の位置づけに見られるように，

進路指導は「発達的側面」の指導であることか

ら，生徒の成長の段階に応じた指導内容が吟味さ

れる必要がある。したがって，発達面での課題や

問題を抱える生徒たちの進路指導には十分な検討

が必要であることは明らかである。

『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のあ

る特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関す

る調査』 （文部科学省，2012a）では，知的発達に

遅れはないものの学習面及び行動面で著しい困難

を示すとされた児童生徒の割合は6.5％とされ

た。この数字は小学校・中学校段階のものである

が，高等学校においても通常学級に同様の生徒が

ある一定の割合で在籍することが推察される。

また，『高等学校キャリア教育の手引き』 （文部

科学省，2012b，p.9） の中では，キャリア教育が提

唱された背景として社会の環境の変化が子どもた

ちの心身の発達にも影響を与え始めていることが

あげられ，身体的には早熟傾向にあるが，精神

的・社会的側面の発達はそれに伴っておらず遅れ

がちであり，人間関係をうまく築くことができな

い，自分で意思決定ができない，自己肯定感をも

てない，将来に希望をもつことができないといっ

た子どもが増加していることが指摘されている。

進路指導やキャリア教育について，それらの位

置づけや背景を考えてみると，発達に課題を抱え
ている生徒，メンタルヘルスの問題を抱えている

生徒，中学校段階では不登校の状態にあった生徒

に対する指導が，一般的な生徒についてよりも一

層熟慮されたものでなければならないことがわか

る。そして，彼らに対しては，普段の学校生活に

おいても十分な生徒理解の上に立った配慮ある指

導が必要とされるであろう。

進路指導が生徒指導の枠組みの中で重要な位置

を占める指導であることからも，課題を持つ生徒

たちには日常の生徒指導の中で，進路指導的また

はキャリア教育的な要素を含めていくことが必要

高等学校における特別支援教育が必要とされる生徒への生徒指導・進路指導

－自閉スペクトラム症と起立性調節障害の生徒を取り上げて－

土屋　弥生 1）
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るため，初めてのことに対しては極度に恐れを抱

く傾向が見られた。

橋本 （2016） によれば，ASDの児童・生徒は，

周囲からは「変わった子ども」，「自己中心的」，

「一人でいることを好む」，「対人関係をうまく築

けない」，「奇妙な癖や儀式的な行動をする」など

といった印象をもたれているとされる。

Aについても，上記のASDの特徴のほとんどが

認められた。Aはこのような傾向から，集団から

孤立してしまうことが多く，他者とうまく関わる

スキルや集団になじむスキルなどの社会性につい

ての発達面で大幅な遅れが見られた。

具体的な進路指導・キャリア教育をおこなうに

あたり，Aが集団になじみ社会の一員としての自

覚を持つための素地を養うことが重要な課題とさ

れた。日ごろの生徒指導の場面においても，進路

指導に結びつけていくための社会性の育成やコ

ミュニケーションスキルの向上などが目指され

た。

３）進路指導のねらい

進路指導は社会的なスキルを高め，集団の中の

一員として自分の能力を生かせる方向性を模索す

ることをねらいとした。

４）指導内容

Aは高校 1年生の段階では，クラスになかなか

なじむことができず，登校しても一人で過ごすこ

とが多かった。唐突に自分の興味のある話を始め

たり，授業中に気になったことについて授業の流

れと関係がなくても教師に向かって勝手に質問し

始めたりすることがあったので，周囲の生徒たち

がAと距離をおく様子も見られた。そのため担任

は，クラスの生徒の数名にAが自分から友達に話

しかけたりするのが苦手で，他者の気持ちを理解

するのにも時間がかかることを説明した。また，

担任からAに対して，自分が興味を持っているこ

とを話す際に，周囲の人がそのことに関心がある

かどうかを確かめてから話し始めるようにするこ

とを指導した。さらに，授業中に質問したいこと

があったときも，この質問は授業に関係があるか

どうかをいったん頭の中で考えてから発言するよ

であることは明らかである。例えば，ある集団に

対して時間をかけて適応を進めることができ，安

定した生活を送ることができることは，課題を抱

える生徒たちにとって大変重要なことである。し

かし，高等学校卒業後はまた新たな環境へと進ん

でいく必要があるので，在学中から，次の段階そ

してその先の人生についての準備をおこなうこと

が肝要である。したがって，いわゆる一般的な生

徒に対する進路指導とは異なる配慮と方法が必要

となる。

本稿では，課題を抱える生徒たちに向き合い，

指導をおこなう教師が進路指導において留意すべ

きことはどのようなことなのか，また生徒の実態

に沿った進路指導をどのように考えていくべきな

のかということについて，高等学校（通常学級）

における実際の指導事例を挙げて検討したい。

．進路指導事例

以下に高等学校 （通常学級） における進路指導

事例を二つ挙げる。いずれも，当該生徒が高等学

校在学中におこなわれた進路指導の事例である。

それぞれに，発達面または心理面での課題を抱え

ている生徒であり，高校 1 年生から進路決定の時

期までを事例の対象期間としている。なお，事例

についてはプライバシーの保護のために，若干の

修正を加えてある。

１． 自閉スペクトラム症（Autism Spectrum 

Disorders，以下ASDとする） の生徒Aの進

路指導事例　

１）生徒の特性と性別，所属

ASDの男子

東京都内の私立高等学校に在籍

２）実態とニーズ

Aは，中学校段階では不登校の状態が続き，中

学校では通常学級に在籍していたが登校すること

はほとんどなかった。ASDの診断については，

中学校在籍時におこなわれており，知的な障害は

伴っていない。集団に対して抱く恐怖感が大き

く，またイメージすることをとても苦手としてい
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委員会活動やホームルーム活動などの特別活動

の場面においては，特に自らの役割を自覚して行

動することを促した。まずは，活動の中で「自分

が果たすべき役割」について自ら考えさせ，活動

の中期的・長期的な計画を立てる。その計画に

従って，集団の中で実際に活動し，その活動の成

果をA自身が実感できるようにした。「計画→実

行→評価」という流れを自らのパターンとするこ

とができるように指導を進めた。

図書委員会に所属したAは，書籍の分類や分類

のためのシールの作成などを分担した。作業自体

は自分一人でも進められ，他の委員との協力は必

要であったものの集中して自らの役割に没頭でき

ることから，放課後の委員会活動は徐々にAに

とって欠かせない日課となった。書籍の分類には

時間と労力を要するが，仕事の結果を量的に把握

できることや，周囲の他の委員の生徒たちから仕

事の正確さや速さを賞賛されたことから，Aは仕

事へのやりがいを見いだすようになっていった。

集団への適応やコミュニケーションについての

課題についても，克服には時間を要したが，委員

会で知り合った仲間を中心に，Aの行動面のマイ

ナスの部分よりもむしろAの行動面の長所，すな

わち集中力や反復作業の正確さなどを認める動き

があり，「他者から認められている」という意識

がAを大きく成長させていった。

集団と自分自身の関わり方や距離感などを，

日々の学校生活の中でA自身が体得していき，

「自分らしい」，「自分に可能な方法やかたち」で

他者と関わることを学んでいくことができた。高

校2年生になると，集団への適応は大きく前進

し，自分自身の「今」については自信を持って活

動することができるようになっていた。そんな

折，進路調査を実施したところ，Aは「やりたい

ことがわからないのでどうするかは不明」という

ことを調査用紙に記入していた。Aには，抽象的

な思考やイメージを描くことが苦手で，目に見え

ないことを考えることが難しいという特徴が見ら

れ，具体的な進路について，見たこともない大学

や学部・学科を問われても答えようがないという

様子であった。さらに，学校への適応が進み，在

籍する高等学校の集団にはうまくなじむことがで

うに指導した。

また，文化祭の準備の際にもグループで活動し

て，協力しなければならない場面でも「こんなこ

とをやって何の意味があるのか。」などと発言

し，グループの和を乱すような場面もあった。そ

のため，担任はあらかじめAのこだわりを察知し

て，こだわっていることについて説明をして，作

業が滞らないように心がけたところ，納得して作

業を続けることができた。

日々の教室清掃の際にも，当番であるにも関わ

らず自分から役割を果たそうとせず，他の生徒が

清掃をおこなっている様子をただ見ているだけと

いうときもあり，担任から「A君はこの掃除道具

を用いてここを清掃してください。」という具体

的指示をすると，指示されたことについては忠実

に行動する様子が見られた。

このようなAの様子から，「集団に対する適応

に時間がかかる」，「自分なりのこだわりに拘泥し

てしまうと活動が滞る」，「与えられた仕事につい

ても具体的な指示がないと動くことができな

い」，「集団の中での役割を自ら見出すことが苦手

である」という特徴がうかがえたため，担任は学

校生活の中でAがこれらの課題と向き合って一つ

ひとつ克服していくことが，やがて社会に出て生

きていくためには不可欠なことであると考えた。

指導方針の先艇のためにケース会議（事例検討

会）注2）を開き，Aの学校での情況や課題，Aの指

導方針と内容を関係のある教職員で共有した。A

については，集団の中での振る舞いや集団におけ

る役割分担ということについて主体的に取り組む

力を身につけなければ，将来的に社会で自立する

ことが困難であり，就職して継続的に働くことが

できなくなってしまう可能性が高い。キャリア教

育の視点からも，高等学校の段階である一定のコ

ミュニケーション能力や社会性を身につけること

が，具体的な将来像を描くための素地になると考

えた。

ケース会議を通して，担任だけでなく，同じ学

年を担当している担任や副担任，委員会の担当教

員，カウンセラーなどが協力して，Aの学校生活

のあらゆる場面での指導について，同一の目標に

向かうことが確認された。
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度の受験を経て合格することができ，唯一の志望

大学であったB大学に進学して情報関連の勉強を

続けている。

２． 起立性調節障害注3）の女子生徒Cの進路指導

事例

１）生徒の特性と性別，所属

起立性調節障害の女子

東京都内の私立高等学校に在籍

２）実態とニーズ

Cは，中学校段階で起立性調節障害と診断され

ていた。中学校時代の主な症状としては，頭痛・

朝起きることができない・気分がすぐれないと

いった身体症状を中心とした体調不良であった。

もともと学習意欲が高く，成績も良好で，快活な

性格から友達も多かった。しかし，体調不良が見

られるようになり，朝起きられないことから遅刻

が増え，やがて欠席が増えていき，中学校 2年生

の後半からは不登校の状態になった。

かつての活発だった自分とは大きく変わってし

まった状態をなかなか受け入れることができず，

悩む日々が続いた。はじめは体調面の不安定で

あったが，時が経つにつれて心理面の不調を訴え

るようになる。不安が大きくなり，無気力の状態

となって心療内科を受診するようになった。

高等学校に入学してからも，中学校時代と同様

の状態がしばらく続き，体調面・心理面ともに不

安定な日々が続いていた。

高等学校入学後は，特に学習面や学校生活の面

で自分が他の生徒たちよりも遅れている，劣って

いるという意識が強くなり，自己肯定感がきわめ

て低い状態になっていた。「このまま自分はどう

なってしまうのだろうか。」という先行きについ

ての不安が大きくなり，気分が落ち込んで意気消

沈する様子が見られた。

そのため生徒指導の方針として日々の学習や生

活を重ねることが，将来の自分の歩む道を築いて

いくことであることに気づかせ，目標を持って将

来に向かう力を養成する指導が目指された。進路

指導・キャリア教育については，まずCの自己肯

定感を高めることから始めることとなった。

きた一方で，次の進路に進んで新たな環境に入る

こと自体に抵抗を感じるようになっていた。

次の段階へ進むための指導としては，A自身の

具体的なイメージの構築ということが重要である

ことがわかった。インターネットの大学情報はも

とより，オープンキャンパスでは大学の先生の模

擬授業がおこなわれている大学を探し，さらには

学生相談の窓口に赴いて自らが進学するにあたっ

ての質問事項を直接大学の教職員に質問するとい

うことをおこなわせた。Aに必要なのは，実際に

A自身の目で確かめ，体験して納得のいくかたち

で進路先を選択することであった。Aのこだわり

に適う大学はほとんどなかったが，一つだけB大

学についてはA自身が「行ってもよい」大学とし

て進路先の候補にあがった。進路先として複数の

候補をあげ，受験するというのが一般的であるの

に対し，ASDの生徒たちにとっては多くを選択

して複数の進路イメージを持つこと自体に困難が

ある。

また，進路の方向性としては，図書委員会の仕

事の経験から「細かくても正確にこなしていく」

ことを得意としていること，「決められたことが

らを集中して進めることができる」ことなどか

ら，コンピュータ・情報関連の仕事への適性が認

められることをAと保護者に伝えたところ，興味

を持って進路先を検討することができた。多くの

進路から自らが「選択する」ことを促すというよ

りは，Aの特性に合った進路をこちらから「提案

する」という進路指導となった。また，「やりた

いこと」を探すという進路指導は，ASDの生徒

にとっては漠然としていて掴みどころがなく，抽

象的で突き放された課題として感じられる。そも

そも具体的な指示でないと動くことができない

ASDの生徒は，「やりたい」こと以前に「できる

こと」を増やさなければならない。

以上の通りAの指導事例は，高校 1年生の段階

から「生きる力」を養成する「キャリア教育」の

視点を持って指導した事例であり，Aはこれらの

指導の中で自分の特性を理解し，他者と共に生き

るための自分なりの方法を見つけることができ

た。

その後Aは，第 1志望のB大学のAO入試に 3



15高等学校における特別支援教育が必要とされる生徒への生徒指導・進路指導

れた。この課題を克服し，C自身が自己肯定感を

高め，自分の可能性について確信するための指導

が急務であるということになった。

キャリア教育の視点に立ったとき，「生きる力」

を養成するためには生徒自身の自己肯定感が出発

点となるだろう。Cについては，学校生活の中で

自分が努力し，積み重ねた結果として自己肯定感

が高まり，将来への展望が開けるという経験を必

要としていた。

ケース会議では，Cが中学校時代にバスケット

ボール部に所属して活動していた時期があり，体

育の授業では球技の実技の際にとてもいい動きを

しているということが話題にあがった。Cは教室

ではあまり見せない表情を，実技の時間帯に見せ

ることがあるということであった。このことか

ら，Cの自己肯定感を高めるに体育の授業の中で

リーダーシップを育成していくという方法があげ

られ，担任と保健体育の教員が話し合って具体的

な指導に移った。球技大会に向けたチームでの練

習の中でCはチームをまとめる役割が与えられ，

徐々にチームメイトからの信頼を集めるように

なっていった。Cは教室でも，クラスメイトと親

しく話したり，一緒に昼食をとったりする様子が

見られるようになり，以前よりも学校生活に前向

きになり，欠席することも少なくなっていった。

特に，同じチームの後輩から慕われ頼りにされる

ことも増えて，Cは「自分でも役に立てることが

あるみたいです。」と当時の担任に話した。

高校 2年の進路面談の際に，Cは「もしかする

と，誰かの役に立っていると思えるような仕事な

ら続けていくことができるかもしれないです。」

と話すようになった。自己肯定感を持てなかった

ところから，少しずつ他者との交流の機会を増や

し，学習には自信がもてない部分はあったもの

の，将来に向けての展望が持てるようになった。

「誰かの役に立つことができる」という実感が，

Cを大きく成長させていった。

3年生になる頃には，Cの学校生活はかなり安

定し，起立性調節障害の症状は大幅に緩和され

た。不安に思うことがあったとき頭痛を訴えるこ

とがあったものの，欠席することなく登校できる

ようになった。欠席することが多かった時期に

３）進路指導のねらい

進路指導では自己理解を深め，自分にできるこ

とを実感することを通して自己肯定感を高めるこ

とで，将来への展望を抱くことができるようにす

ることをねらいとした。

４）指導内容

Cは高校入学後も体調の不良を訴えることが多

く，欠席することも多かった。新たな環境で再ス

タートを切り，中学校時代の負の面を払拭しよう

と思えば思うほど，身体と心の状態は依然として

思うようにはいかず，イライラが募っている様子

が見られた。

Cはもともと学習面での意欲や能力が高く，完

璧主義の面が見られ，すべてを理想通りにこなそ

うとするが，実際には本人が思うようにはいかな

いということが続いていた。「自分が嫌にな

る。」，「自分は生きている意味があるのだろう

か。」ということを口にすることも多く，自分自

身の現状に納得がいかない様子であった。そんな

状態の中で，不満があると家族にあたってしまっ

たり，うまくいっている友人たちを見るとつらく

なってしまったりして，学校生活そのものに対す

る意欲も低下していた。

そのような情況のなか，欠席することがあって

も数日休んでまた学校に来るという状態を繰り返

しており，高校 1年生のときにはまったく来られ

なくなってしまうことはなかった。真面目なC

は，連続して学校を休むことには抵抗があったよ

うだった。しかし，高校 2年になってしばらくし

て，1週間以上欠席が続いた。担任は保護者にC

の自宅での様子を確認した。保護者によれば，い

つもと大きく変わった様子はないものの，気分の

落ち込みが大きく，なかなか登校できる状態に回

復できない様子であるとのことであった。

学校では担任を中心にケース会議を開き，Cの

情況を共有するとともに，今後のCについての指

導の方向性を検討した。Cはここまでどうにか学

校生活を続けてはきたが，手ごたえのある，前向

きになれるきっかけがほとんどつかめていない様

子で，自分の将来についての不安が増幅している

ことが最も大きな課題であるということがあげら
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「自己理解」を深め，自己の将来や可能性につい

て考える力を養成するという指導事例であった。

．２つの事例から見えてくる進路指導の

方向性

これまで「進路指導」は，「出口指導」とも言

われ，生徒・保護者に対する情報提供，学力等の

条件に応じた具体的な進路選択へのアドバイスを

与えること，そのガイダンスや進学・就職相談が

一般的であると考えられてきた （石﨑，2013）。し

かし，キャリア教育が提唱され，進路指導がその

中に位置づけられるようになった今日，「一人一

人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤とな

る能力や態度を育てることを通して，キャリア発

達を促す教育」 （中央教育審議会答申，2011） の実

現が求められている。

言うまでもなく，生徒たちには変化する社会を

生き抜いていくための力が必要である。しかし，

一人ひとりの生徒はそれぞれに異なる資質と能力

を持ち，特性を有し，得意なことと不得意なこと

があり，できることとできないことがある。こう

した個性豊かな生徒たちに対しておこなわれる進

路指導・キャリア教育は，一人ひとりの生徒に

フィットしたものでなければ意味がない。進路指

導は，その生徒の人生の全体に影響することを前

提としたものであり，最終的には自分の人生に対

する「キャリアプランニング能力」を身につける

ことで自らの人生の主体的な担い手となることが

目指される。

今回挙げた 2つの事例は，それぞれに一般的に

は「進路指導」が困難な事例ということが言える

だろう。いわゆる「一般的な進路指導」をおこ

なった場合，おそらく指導自体が成立しないと考

えられる。

ASDの生徒に対する進路指導では，「やりたい

こと」ではなく，「できること」を増やす指導が

目指された。林 （2016） は，「やりたいこと」とい

うのは，生徒の主体性を尊重することではある

が，彼らは「やりたいこと」の有無に付随する責

任を負うことにもなる。「やりたいこと」は何

か，「やりたいこと」があれば応援する，という

は，Cは自分が大学に進学したり就職したりする

ことなど到底できないのではないかと思っていた

様子で，自分の将来や進路について考えること自

体を避けていた。保護者によれば，状態がよくな

いときには，家族が進路についての話題をあげた

だけで不機嫌になることもあったということで

あった。

Cは後に，自分自身が不安定であった頃のこと

を「自分自身がみんなと同じように生きられるの

か，その前に明日自分は学校に普通に行くことが

できるのか，ということで精いっぱいで，進路や

自分の将来について考えるなどという余裕はな

かった。」と担任に語った。

進路指導，そしてキャリア教育において，具体

的に何をどのように扱い，生徒自身に何を考えさ

せるのかということは重要なことであるが，それ

以前に生徒自身が将来を見据えたビジョンを持つ

ことができる状態かどうかを見きわめることがさ

らに重要だと言えよう。つまり，進路に関する指

導をおこなうための基礎を築く指導に注目する必

要がある。Cの進路指導は，この観点に立って進

められた。

次の段階として，具体的な進路についてCと話

し合うということになったが，Cの自己肯定感の

基礎は「人と関わり，人の役に立つこと」という

ことであったため，地域振興や国際貢献について

学ぶ大学・学科を紹介し，C自身も自分の可能性

を伸ばせそうだとして第一志望の大学をしぼるこ

とができた。

具体的な目標が定まり，高校 3年生の夏休み前

にはほとんど欠席をすることなく，積極的に学校

生活を送るCの姿が見られるようになった。起立

性調節障害は，心にある不安が身体症状にあらわ

れてしまう面があり，前向きになれない状態のと

きには身体症状も悪化してしまう。しかし，Cの

ように不安定さを乗り越え，自己肯定感を高め，

目標を持つことができるようになると，身体症状

もまた安定する。指導を進める中で，メンタルヘ

ルスの状態が，生徒自身の「キャリア意識」にも

大きな影響を与えていることがわかった。

Cに対する進路指導は，日頃の学校生活・授業

を通して「自己肯定感」を高めることによって
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だろうか。

本稿の 2つの指導事例で示された進路指導に見

られる工夫や配慮は，生徒の成長に大きく寄与す

ることが明らかとなった。また，これらの工夫や

配慮は，今後目指されるキャリア教育の視点に

立った進路指導として，特別な支援を必要として

いる生徒に対してだけではなく，多くの生徒に必

要とされている指導の在り方であることも示唆さ

れた。

注

 1） 『生徒指導提要』（文部科学省，2010，p.4）におい

て，進路指導は，生徒が自ら，将来の進路選択・計

画を行い，就職又は進学をして，さらには将来の進

路を適切に選択・決定していくための能力をはぐく

むため，学校全体として組織的・体系的に取り組む

教育活動であるとされている。近年では，キャリア

教育の推進の中に位置づけられ，キャリア発達を促

す指導と進路決定のための指導が系統的に展開さ

れ，幅広い能力の形成を目指している。そのため，

本稿においても，キャリア教育の一環としての進路

指導という位置づけで論を展開している。

 2） 「ケース会議」は，『生徒指導提要』（文部科学省，

2010，p.102）において，「事例検討会」や「ケース

カンファレンス」とも言われ，解決すべき問題や課

題がある事例（事象）を個別に深く検討することに

よって，その情況の理解を深め対応策を考える方法

とされている。また，ケース会議の場では，対象と

なる児童生徒のアセスメント（見立て）やプランニ

ング（手立て。ケースに応じた目標と計画を立てる

こと）が行われる。事例の情況報告だけでは効果が

あるものにはならないことに留意が必要であると記

されている。

 3） 『教職員のための子どもの健康相談及び保健指導の手

引』（文部科学省，2011）によれば，起立性調節障害

は，立ちくらみ，めまい，気持ち悪い，動悸，息切

れ，腹痛，頭痛などの脳貧血症状や自律神経症状を

示す子どもの自律神経失調症であるとされている。
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1）世田谷区立世田谷中学校

　はじめに

現在，学校教育の場では学習活動を効率的か

つ，より質の高いものとするべく ICTの活用が進

められている。ICTは体育の授業において，客観

的視点から運動を見ることができるとともに，動

作を静止・スロー再生することやマーカー機能を

使うことによって，より細かい技能の指導や生徒

自身の振り返りの材料となる。

一方，行政からは「教育の IT化に向けた4か年

計画」 （文部科学省，2014） が出され，ICT環境の

整備について具体的な計画が示された。その中に

は，「ICTが有する拡大，動画配信，音声朗読等

の機能を教員が効果的に活用することにより学習

内容を分かりやすく説明できます。」「子供たちの

興味関心を高めることに有効です。」「子供たち一

人一人の能力や特性に応じた学び（個別学習）に

有効です。」「教員と子供たちが相互に情報伝達を

図ったり，子供たち同士が教え合い学び合うなど

の共同学習を行う場合も有効です。」とされ，

ICTの活用の有用性が示されている。

今回報告するのは，筆者が勤務している中学校

の特別支援学級における，ICTの利活用の実践内

容である。本校ではボールゲーム全般で ICTの利

活用を行っているが，今回は球技領域のゴール型

ゲーム「タグラグビー」の実践を報告する。

なお，本校の特別支援学級は知的障害のある生

徒が在籍する固定級である。男子19名，女子 6

名の計25名の学級で，運動能力に関しては自ら

進んでどうやったら上手くできるかを考え，活動

に積極的に取り組む生徒から，ルールや説明の理

解が難しく，あまり目的意識をもたずに行動して

いる生徒まで幅広くいる。

タグラグビーはタグを取るという比較的容易な

方法で守備が成功するため，ボールゲーム全般で

しばしば見られる，運動能力の高い生徒が一人で

突っ走りゴールを決めることが難しいスポーツで

ある。したがって，仲間との連携が不可欠であ

る。また，前方へのパスが禁止されていて，いわ

ゆる「待ち伏せ」作戦は行うことができず，攻撃

のラインを進める手段はランに限られるため，空

いているスペースを見つけそこへ走りこむという

戦術が基本になる。したがって，生徒たちの課題

になるのは，ボールを保持しているプレイヤーと

保持していないプレイヤーの双方が「空いている

スペースを見つけること」「空いているスペース

をつくり出すこと」である。

以前よりボールゲームを扱った授業を実施する

際，ボールを持たないときの動き方の指導が難し

く，生徒たちはボールを持っている個人の技能に

焦点化をした活動の行い方，考え方からなかなか

脱却することができない状況であった。また，そ

れに伴い，思うように個々の役割が分業されず，

行き当たりばったりの混沌としたゲームになって

しまいがちであることが問題であった。これは，

自分とボールという関係しか意識しておらず，他

者との関係性まで視野を広げることができていな

いことが原因だと考えられる。このような，場面

や状況を，多面的に捉えることが難しいのは，特

別支援学級の生徒に多くみられる傾向である。そ

こで，ICTを使うことにより，自分たちの身のま

わりでその瞬間何が起こっているのかを客観視さ

せ，状況を理解させた上でより効果的に動くため

には何が必要かを考えさせた。それが，個々の役

特別支援学級の体育授業におけるICTの利活用

亀井　友夢 1）
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レーを撮影した動画を分析し，改善を繰り返して

いくという手段を使って実践を行った。

　実践報告

平成28年度10月，13時間にわたって球技領域

のゴール型ゲーム「タグラグビー」の単元の指導

を行った。授業の流れは表 1のとおりである。最

初の授業の際に質問をしたところ，小学校の時に

タグラグビーをやったことがある生徒は一人もい

なかった。したがって，本校では平成27年度か

らタグラグビーを教材として扱っているため，学

級の中でも極端な習熟度の差が無い中で授業を展

開することができる状態だった。

この単元では，主に視覚教材としてタブレット

PCを使用し，動画撮影と分析を生徒と行った。

具体的には，4時間目からタブレットPCを使っ

てゲームの様子を撮影し始めた。支援員に依頼し

割を見つけることや，ボールを持っていないとき

の役割を意識してゲームをすることにつながると

考えた。

本実践では，ゲームを見ているときに「Aさん

は足が速いな。」や「ボールを投げるのが上手だ

な。」などの，ボールを持っているプレイヤーの

個人の技能にのみ焦点化されるのではなく，「B

君は良い場所でパス待ってるな。」や「あそこに

空いている場所がある。」などのボールを持って

いないプレイヤーやコート全体を見て，感想を

言ったり分析したりするような意識の変容と，そ

れに伴った活動の行い方の変容を目的とする。そ

して，最終的にはプレーの中で，「空いているス

ペースを見つける」，「空いているスペースをつく

り出す」ができることを目標とする。そのため，

本学級の生徒が感じている学びづらさを解消する

べく，「問題となっている部分の焦点化」や「客

観視」を行うために，ICTを使い自分たちのプ

表 1　授業展開

時数 学習活動

1 オリエンテーション　手つなぎタグ取りゲーム　チーム対抗タグ取り合戦

2 輪になってパス回し　一騎打ちゲーム

3 リーダーについていけ　ゲーム（基本ランのみ　タグを取られてからパス）

4 通り抜けゲーム　ゲーム（基本ランのみ　タグを取られてからパス）【動画撮影】

5 動画分析　ゲーム（基本ランのみ　タグを取られてからパス）【動画撮影】

6

動画分析　

2対 1ゲーム（目標：ボール保持者の後ろについていく＝オフェンス）【動画撮影】

ゲーム（パスあり）【動画撮影】

7

動画分析　

2対 1ゲーム（目標：ボール保持者の前に立ちふさがる＝ディフェンス）【動画撮影】

ゲーム（パスあり）【動画撮影】

8

動画分析

3対 2ゲーム（目標：空いたスペースを見つけて走り込む＝オフェンス）【動画撮影】

ゲーム（パスあり）【動画撮影】

9

動画分析

2対 2ゲーム（目標：空いたスペースを見つけて走り込む＝オフェンス）【動画撮影】

ゲーム（パスあり）【動画撮影】

10 動画分析　 2対 2ゲーム　ゲーム（パスあり　チーム固定）【動画撮影】　作戦会議

11 動画分析　 3対 3ゲーム　ゲーム（パスあり　チーム固定）【動画撮影】　作戦会議

12・13 動画分析　ゲーム（パスあり　チーム固定）【動画撮影】　作戦会議
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な技能を習得しておかないとゲームが成立しない

ため，目標である「空いているスペースを見つけ

ること」や「空いているスペースを作り出すこ

と」について考えて活動することは難しいと考

え，まずは基本的な技能を高める練習を反復させ

た。

3時間目からはゲームに挑戦させた。始めはパ

スを意識すると混乱してしまうと考えたため，タ

グを取られるまでパスを禁止するというルールで

行った。また，1時間目から行っている基本的な

動作を十分に行うことができない生徒も数人いた

ので，ボールの空気を抜いて恐怖感を減らし捕り

やすくする等の配慮をした。この時間のゲーム

は，自分よりも前方にパスを出してしまったり，

タグを取られても構わず進んでしまったりと，

ルールを理解しきれずゲームを止める場面が多く

あった。

4時間目は，ゲームを行うのが 2回目であると

いうこともあり，ルールは徐々に理解してきてい

る様子であった。そのため，ゲームの進行を止め

ることも少なくなった。しかし，他のボールゲー

ム同様にボールを保持している味方プレイヤーを

追い抜き，パスを待ってしまっている状況は非常

に多くあった。これは，自分とボールを保持して

いるプレイヤーの位置関係を意識せず，ゴールエ

リアへ走ることだけを考えてしまったため起こっ

てしまったと考える。この 4時間目から，動画の

撮影を始めた。

5時間目は，前回の課題点であるボールを保持

している味方プレイヤーを追い抜いてしまう場面

に焦点化して動画分析を行った。ボールを保持し

ているプレイヤーがタグを取られて足を止めたタ

イミングで動画を静止させ，「このとき，ボール

を持っている人の前にいる人はパスをもらうこと

はできるかな。」と質問すると，多くの生徒がそ

れはできないと答えた。「では，この人はどうし

たらパスをもらうことができるかな。」と質問す

ると，多くの生徒が手を挙げ「ボールを持ってい

る人よりも後ろにいるともらえる。」と答えた。

反応から考えて，ボールを保持しているプレイ

ヤーよりも前にいてはパスをもらうことができな

いということはほとんどの生徒が理解しているよ

（現在はビデオ機材を購入したので三脚を使用），

体育館のキャットウォークからコート全体が映る

ように撮影した。その撮影した内容は授業が終

わった後，教員が確認をしてその時間のねらいに

合った場面をピックアップする。次の授業時に体

育館に移動式ディスプレイを持っていき，その場

面を再生しねらいの動き方を解説したり一緒に考

えたりする。その際に，比較対象としてねらいに

対してあと一歩という場面の動画も見せる。あと

一歩という局面で動画を静止し，ボールを保持し

ているプレイヤーやボールを保持していないプレ

イヤーのその後の望ましい動き方を生徒に質問す

ることで，ねらいについて考えさせるとともにね

らいを反復して確認させる。模範的な場面を見せ

るだけでねらいの動きを理解できる生徒もいる

が，多くの生徒がそれだけではねらいの動きを十

分に理解することは難しいので，このような良い

場面と課題のある場面を比較する機会をつくっ

た。また，解説する際には，本校のタブレット

PCに入っているアプリを使用し，動画にマー

カーで矢印を書き込んだり，プレイヤーを分かり

やすく丸で囲ったりする機能も活用した。これ

は，聴覚だけではなく視覚的なアプローチができ

るので生徒には理解しやすいようで，動画をみた

り解説を聞いたりする最中，「そういうことかぁ

～。」や「確かに。」などの反応を見ることができ

た。また，「こんなふうに動いてたんだ。」という

主観とのギャップに少し驚いている反応もあっ

た。以下に記述するのは，時間ごとの生徒の反応

や ICT機器の利用方法を含めた具体的な授業の様

子である。

1～3時間目は，なじみのない楕円形のボール

やタグを取るという動作に慣れるため，パス回し

やタグを取りあうゲームを行った。ドッジボール

等で扱う通常の球状のボールですら捕ったり投げ

たりすることがそもそも難しいと感じる生徒も少

なくはないので，タグラグビーの専用ボールは非

常に扱いにくい様子だった。また，タグを取ると

いう動作はこれまでほとんど経験してきていない

動きであるため，相手に近づき手を伸ばしてはみ

るものの，なかなか取るまでは難しいという反応

があった。このように，ゲームを行う前に基本的
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が取れる時もあるけど取れない時もあった。」と

率直な感想が出てきた。結局，生徒たちも相手の

動きを止めるようにディフェンスをしないと，タ

グを取るのが難しいことがわかったようだった。

ここで「相手の動きを止めるにはどんなふうにす

れば良いかな。」と問いかけると「何人かで並ん

で，前に行かせないように邪魔をする」と答えた

生徒がいたので，それを実践することにした。横

に数人並んでディフェンスする形は，息が合わず

にばらけてしまうこともあったが，上手くそれが

できた状態でディフェンスをしたときは，ボール

を保持しているプレイヤーが，簡単に横を抜けて

いくのは難しい状況がつくられ，パスが渡った後

も並んだ状態で平行移動し，簡単には進攻できな

い場面があった。

8・9時間目の授業では，目標を「空いたス

ペースを見つけて走り込む」に設定した。そこで

2対 2という，パスをもらってから素早く空いて

いるスペースを見つけて走り込まないと，パスを

もらった瞬間にタグを取られてしまう環境をつく

り活動させた。案の定，多くの生徒はパスをも

らった後に，どっちに動いたら良いかともたつい

てしまい，タグを簡単にとられてしまうことが多

くあった。その様子を撮影し，10時間目の動画分

析の時間に解説した。

10時間目からは，チームを固定してリーグ戦形

式でゲームを進めていった。そして，まずは前回

のパスをもらった後の動きを動画分析した。「パ

スをもらう前から顔をあげて，コート内の状況を

確認しておかないと，パスをもらってすぐに動け

ないよね。」と確認すると，生徒はうなずいてい

た。その後の 2対 2では，パスをもらう前とまで

はいかないが，パスをもらってすぐ顔をあげ，相

手がどの位置にいるのかを確認しようとしている

様子が見てわかった。これを，より複雑な実際の

ゲームの中で実践するのはさすがに難しいよう

だったが，周りをみようとする意識が少しずつ根

付いてきて，顔があがり状況を把握しようとする

姿勢が身についてきた。そういった活動の内容を

話し合いの材料にして，理解したねらいやそれを

達成するための方法をチームで実践するために，

作戦会議をする時間を設けた。初めの作戦会議で

うだった。ただ，それを意識しながらプレーでき

ている訳ではなかった。本学級には位置関係や距

離感などを把握することが難しい生徒も多いの

で，その点への意識づけを強化して指導した。こ

の課題については，この5時間目だけでは十分に

解決しなかったので，6時間目も引き続き指導す

ることにした。

6時間目は，2対 1のゲームを行い，さらに味

方のボールを保持しているプレイヤーの後ろに常

にポジショニングすることを意識させるように声

かけをした。人数をオフェンス優位にすることで

攻撃側の成功意識を高め，正しくポジショニング

して相手を抜くことができるイメージを高めるよ

うにした。すると，通常のゲームの時にも意識が

継続しており，ボールを保持している味方プレイ

ヤーよりも前に出てしまうことはかなり少なく

なった。また，ボールを保持しているプレイヤー

の後ろに味方プレイヤーがポジショニングし，パ

スができる人員が増えたことによって攻撃できる

範囲が広がり得点する場面が増えた。ディフェン

スに関しては，がむしゃらにボールを保持してい

る相手プレイヤーに向かって全員がタグを取りに

行っていたため，パスが成功すると簡単に抜かれ

てしまうようになった。

7時間目には，ボールを保持している相手プレ

イヤーに密集してタグを取ったのは良いが，その

後のパスで誰もいないエリアを容易に通り抜けら

れている場面の動画を見せ，合理的なディフェン

ス方法について考えた。「どうしたら簡単に通り

抜けられないようにすることができるかな。」と

いう質問に，ある生徒は「1対 1で勝負する。」

と答えた。いわゆるボールゲーム全般にあるマン

ツーマンディフェンスのことを言っていた。他に

意見が出なかったので，「じゃあ，今回のゲーム

のディフェンスは見張る人を決めて 1対 1になる

ようにしてみよう。」と言って，そのディフェン

ス方法を実践してみた。実際にやってみたとこ

ろ，1対 1になると左右に抜ける道が広く，ダッ

シュされてしまうと思うようにタグがつかめず突

破されてしまうことがしばしばあった。1試合が

終わったところで「1対 1のディフェンスはどう

だった。」と聞くと「意外とダメだった。」，「タグ
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面を焦点化して生徒に提示することができる」，

3点目は「コート全体の様子を確認することがで

きる」，4点目は，「繰り返し同じ場面をみること

ができる」である。

1点目の「自分の動きを客観視することができ

る」については，自分の目からみえる自分の動き

ではなく，外から見た自分の動きを確認すること

ができるということである。ICTを利用しない状

態で振り返りを行おうとすると，その全てを自分

の脳内にある記憶やイメージ，感覚などの主観に

依存することとなる。主観と実際の動きはときに

大きなギャップが生じる可能性がある。例えば，

バスケットボールで言えば相手にボールを取られ

ないように低くドリブルをしているという感覚な

のに，実際に ICTを使って自分の動きをみてみる

と，腰を折り頭の位置が低くなっただけで低いド

リブルにはなっていなかったなどということも多

くある。特別支援学級の生徒は，自分の動きや身

体への認知度が低く，「自分はできている」つも

りになっている生徒が多くいる。そんな生徒たち

が動画や静止画をみて，自分の動きを客観的に捉

えそのギャップに驚き，イメージとリアルの差を

埋めるように取り組んでいくことができるのは大

きなメリットだと言える。

2点目の「ねらいの場面を焦点化して生徒に提

示することができる」については，学習させたい

内容を説明するのに適した場面を選び，その学習

させたい内容に生徒を集中させることができると

いうことである。何が課題でありどう改善してい

けばいいのかを見つけることが難しく，見るべき

部分に視点が定まらず動画を見てしまう生徒も多

い。そこで，見せる場面を限定して，マーカー等

でよりわかりやすく動きや該当する人物等を示す

ことによって，見るべき部分が明らかになり，学

習させたい内容が理解しやすくなる。動画の見る

べき部分が明らかになることで，実際に行われて

いるゲームを観察するときにも，見るべき部分を

意識して活動を見ることができるようになり，少

しずつ自分で分析ができるようになる。

3点目の「コート全体の様子を確認することが

できる」については，生徒はゲームを実際に行っ

ている中でコート全体を見る，すなわち俯瞰する

は，基本的に指導者の言ったことをそのまま作戦

にする傾向が見られた。例えば，この10時間目

で言えば，「周りを見よう。」や，他にも「みんな

一生懸命やろう。」等の抽象的な感情論を作戦と

するチームも多かった。

しかし，10時間目から13時間目と学習を重ね

るごとに「こっちにボールを持っている人が走っ

ていけば，反対側はディフェンスがいなくなるん

じゃないかな。」 や 「何人かがかたまってボールを

隠して進んでいけば，誰が持っているかわからな

くて混乱するんじゃないかな。」など，サイドラ

イン際を利用する案や相手を迷わせてスペースを

作る等の具体性のある話になり，それに対して賛

成や反対などを話し合うことができていた。もと

もとコミュニケーション能力や語彙，文章作成能

力に課題がある生徒が多いのだが，話し合いでは

思っていたよりも多くの言葉が生徒同士で交わさ

れていた。それは，ICTによって動画分析を行

い，課題や良いプレーを確認することができ，自

分たちが改善すべきポイントがある程度明らかに

なっているためだと考えられる。

一方で，作戦会議を行うときに感じた注意点

は，ICTによる動画分析時に，誤った解釈をして

しまい，それをもとに話し合いが展開されていな

いかを注意することである。また，話し合いがう

まく進まないときや話題に困っている時に，教員

がプロモーター役となり話の流れをつくってあげ

ることや論点の整理，個別の対応で理解や発言を

支援する必要があった。先述したが本学級の生徒

は，コミュニケーション能力や話をスムーズに理

解することに課題がある者が多く，必ず教員が話

し合いを観察し，支援に入るように配慮した。

　ICTを利活用することのメリットと課題

ここで実践を通して，筆者が感じた ICTを利活

用することのメリットと課題を述べる。

1 ）メリット

ICTを使うことのメリットをまとめると，大き

く 4点あると考える。1点目は「自分の動きを客

観視することができる」，2点目は，「ねらいの場
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くなる可能性がある」である。

1点目の「準備や操作，動画分析をする時間で

運動量が減る」については，学習させたい内容に

ついて動画を見せながら説明をすると，どうして

も口頭のみで説明する場合や，見本を見せながら

説明をするときよりも時間がかかりがちになると

いうことである。動画分析は，全ての動きを止め

ディスプレイに集中させることから，その時間の

運動量はカットされることとなる。確かに，学習

内容を効率よくわかりやすく説明する手段として

ICTの活用は有効であるが，運動量を減らしてし

まうのは，理解を深めた学習内容を実践する場を

減らすことである。この課題を解決するために

は，ICTを使うタイミングや頻度を精査してい

き，体を動かす活動との割合のバランスをよく考

えていく必要があると考える。

2点目の「撮影した動画を観て必要な場面を探

すのに時間がかかる」については，撮影をした内

容をすべて確認して，その授業の目標にあったプ

レーや比較対象となる場面を探し出す必要があ

り，特別支援学級は，保健体育の教員であっても

複数の教科の授業 （例えば国語や数学等） を担当

する。したがって，その複数の教科の教材準備を

する時間が必要となる。その中で，体育だけに大

きく時間を割かなくてはならないのは時に負担に

なることがある。この課題を解決するためには，

授業時に活動の様子をよく観察し，ポイントとな

るプレーをした場面を記録しておくことで多少の

時間短縮ができるのではないかと考える。

3点目の「ICTに予期せぬ不具合が起きて使え

なくなる可能性がある」については，突然のトラ

ブルが ICT機器には起きやすく，例えば，操作不

能やデータ破損，接続機器の不具合などがあると

いうことである。筆者も移動式ディスプレイの電

源がいきなり入らなくなることや，動画の再生が

止まってしまい再起動を余儀なくされ，予定が大

幅に狂ってしまった経験がある。こうした不具合

による授業の流れの停止は，授業計画が狂うと同

時に，生徒の集中力を大きく奪ってしまい，本来

学習させるつもりであった内容を十分に理解させ

ることができなくなる恐れがある。この課題を，

解決するためには，十分な準備と ICT機器の点

ことが難しいが，コート全体を動画で撮影するこ

とによって，それを行うことができるということ

である。コート全体をみることは，空いているス

ペースを見つけることや，それぞれの場面におけ

るコート内の選手の配置を確認し，課題点を見つ

けて次回のゲームの作戦を立てる際に生かすこと

ができる。ボールゲームを行う際に陥りやすい点

として，ボールを保持しているプレイヤー周辺に

人が密集することや同じチームの選手が分散せず

にかたまってプレーをすることが挙げられる。こ

れは，自分とボールを保持しているプレイヤーの

二者関係，あるいは自分とボールとの位置の関係

でしかゲームの状況を認識していないことが原因

だと考える。動画を使って，そのような事態に

陥っている場面を取り上げて状況を確認すること

で，問題があることに気づかせ，課題解決をする

手段を考えさせることができる。

4点目の「繰り返し同じ場面をみることができ

る」については，指導者側に大きなメリットがあ

る。ゲーム等の活動を行っている最中は，指導者

は安全面への配慮や審判等の役割が複数発生す

る。その中で，コート内の流動的に行われるプ

レー （人員の配置や，個人のそれぞれの動き） を

全て把握するのは極めて難しい。すなわち，一度

そのゲームを見ただけでは良かった点や課題点を

発見しきれない可能性がある。そこで，授業後に

撮影した動画を繰り返しみて分析することで，

チームや生徒個人の課題を見つけ，指導内容を検

討したり評価したりすることができる。また，特

別支援学級には習熟度に大きな差があったり苦手

なポイントが人によって大きく異なったりするの

で個別の対応が求められる。動画を繰り返し見返

すことで，それぞれ個別の習熟度や苦手なポイン

ト，良いプレーを確認し，より良い指導につなげ

ることができる。

2 ）課題

ICTを使用するときの課題は，大きく 3点ある

と考える。1点目は「準備や操作，動画分析をす

る時間で運動量が減る」，2点目は「撮影した動

画を観て必要な場面を探すのに時間がかかる」，

3点目は「ICTに予期せぬ不具合が起きて使えな
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くり出す」ことについては，個々の達成度合いは

異なるが，それぞれが目標に迫るよう課題を発見

し，努力することができていたと言える。この結

果から，視点の変容と実際の動き方の変容には大

きな相関があることがわかった。そして，本学級

のような特別な支援を要する生徒にそれらの変容

を促すには，ICTの利活用は非常に効果があるこ

ともわかった。

また，今後の展望として ICTを利用して「ポー

トフォリオ的活用」をすることを考えている。そ

れは，生徒の話し合いの内容を記録し，指導や試

みの連続性を示すことでいつでも以前の学習に立

ち戻ることができるようにするということであ

る。特に，本学級は前年度学習した内容をほとん

ど覚えていない人の割合が多いことも，授業中の

問いかけによってわかったので，年次をまたいだ

体系的な学習のためにもポートフォリオとしての

役割を模索したい。

今後も，年々新しい技術の開発により ICT機器

も急速に進化していくことが予想できる。その進

歩に伴って，我々はより良い ICTの利活用方法を

考えていかなければならない。本学級のような特

別支援学級の生徒たちは，それぞれに様々な課題

があり，多かれ少なかれ学びづらさを感じ，十分

に学習内容を理解しきれないことがある。そのよ

うな現状の中，本実践のような ICTの利活用が，

十分な学習内容を保証する一つのアプローチ方法

として，子供たちの学びに貢献できることを期待

する。

引用文献

文部科学省（2014），『教育のIT化に向けた環境整備 4か

年計画パンフレット　学校のICT環境を整備しま

しょう！』

検・確認を行う必要があると考える。また，その

ような努力を行っていたとしても不具合が起こる

可能性はあるので，そうなってしまった場合の対

処法や別計画を用意しておく必要があると考え

る。

　まとめ

この実践では，ボールを持たないときの動き方

や，行き当たりばったりの混沌としたゲームに

なってしまうことを問題とした。それを解決する

手段として ICTを利活用することで，客観的に自

分の動きを観察したり，課題のある場面を焦点化

したりして，ゲームの状況を把握できるようにし

た。結果として，少しずつ生徒たちは主観的な見

方に加えて，客観的な見方ができるようになって

きた。具体的に言えば，単元が始まって間もない

頃は，ゲームを見ているときに「足が速い」や

「カット （切り返し） が速い」など個人の技能へ目

を向けていたが，動画を見せて解説や動き方を考

えさせた後から，徐々にコート全体やボールを保

持していないプレイヤーにも目を向けた感想を話

すようになってきた。同時に，ゲームの展開も

徐々に変わってきた。視点の変容と同じように，

個人の技能に依存するようなプレースタイルか

ら，徐々に味方プレイヤーと連携してどう突破す

るかを課題にし，作戦を立ててプレーするように

なってきた。また，動画を静止・スロー再生，

マーカーを使うことは，映像の中でどこに注目す

る必要があるのかを示すのに大きく役立った。そ

のおかげで，今まで何を意識して活動をすれば良

いか理解できなかった生徒の動きにも少しずつ変

化があった。目標であった「空いているスペース

を見つける」ことと，「空いているスペースをつ
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1）前任校＝東京都立中央ろう学校　　現在＝東京都立葛飾特別支援学校

　ろう学校とは

ろう学校には聴覚に障害がある幼児・児童・生

徒が通学している。そのため，ろう学校の幼児・

児童・生徒たちは手話や指文字，聴覚活用や口話

などを組み合わせてコミュニケーションをとって

いる。指文字は，手指の形により五十音を表すも

のであり，拗音，促音，濁音及び長音などをその

動きによって表現することができる。コミュニ

ケーションにおいては，固有名詞や日本語の単語

を直接的に伝え表現する場合や助詞を表現する場

合などに用いられる。手話は，ものの形や動き，

字の形や状態などの特徴をとらえて，顔の表情な

どとともに手の形や動き，位置，向きなどによっ

て意味を空間に描き出す言葉である。書記言語は

ないが，目で見る言葉として即時性に富み，事物

や動作の具体的表現に優れており，聴覚活用し難

い人にとっても分かりやすく心理的安定も得られ

やすい（全国聾学校長会専門性充実部会，2011）。

ただし，ろう学校に通っているからといって全

員が初めから手話や指文字が堪能なわけではな

い。ろう学校の中学部に入学してきた生徒のなか

には，幼稚部・小学部とろう学校に通っていた生

徒もいれば，地域の小学校の普通学級や難聴学級

に通っていた生徒もいる。発声がなく手話や指文

字でのコミュニケーションを主とする生徒もいれ

ば，入学時には口話優位で指文字も手話もできな

い生徒もいる。聴覚活用の状況も生徒によって幅

が広い。そのため教員は発声や口形，手話や指文

字，板書など，いろいろな手段を組み合わせて生

徒と伝え合うとともに，生徒同士のコミュニケー

ションの支援も状況に応じて行っている。

読解力に関しては，文章から内容を読み取るこ

とが得意な生徒もいれば，手話や話し言葉で伝え

合うことは得意だが文章から意味や状況を読み取

ることが苦手な生徒もいる。作文力に関しても，

正しい日本語で文章を書ける生徒もいれば，助詞

を間違える生徒もいるし，文法的な間違いは多い

が、雰囲気で意味を汲み取れる程度の文章を書く

生徒もいる。

本授業を行ったクラスの生徒もこれら日本語の

力に差があり，手話で言われている内容が分かっ

ても本当の意味を理解するまでに時間がかかる生

徒や，質問の意図を理解し正対した答えを言うこ

とが難しい生徒が在籍している。

そのような中で，現在道徳教育は，「子どもが

命の尊さを知り，自己肯定感を高め，他者への理

解や思いやり，規範意識，自主性や責任感などの

人間性・社会性を育む」（教育実行再生会議，

2013）ことを念頭としている。先の特性を有する

ろう学校においても道徳教育を推進するために

は，一人一人の生徒の実態を把握した上で，教育

を施さなければいけない。

こうした背景から，本稿では，生徒個々の特性

に配慮しながら展開した，ろう学校における道徳

教育の実践を報告する。

　授業設定の理由

本授業の中学校学習指導要領上の位置付けは，

四つの視点の中の「B主として人との関わりに関

すること」の ,「（8） 友情の尊さを理解して心か

ら信頼できる友達をもち，互いに励まし合い，高

め合うとともに，異性についての理解を深め，悩

みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこ

と。」 （文部科学省，2015） に該当する。

ろう学校における道徳教育の実践

志観寺　由貴 1）
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意して活用した。心情円盤とは登場人物の気持ち

の揺れ動きを円グラフで表現できるようにしたも

のである。今回はオレンジが嬉しい・楽しいなど

のプラスの気持ち，水色は悲しい・寂しい・怒っ

ているなどのマイナスの気持ちを表すようにし

た。

心情円盤を使用するメリットには第一に生徒の

言語力の差に関係なく，全員が平等に自分の意見

を発表しやすいことがあげられる。オレンジが

100％で完全に嬉しいのか，水色が100％で絶望

しているのか，オレンジが80％の水色が20％で

嬉しいけど後ろめたい気持ちもあって喜びきれな

いのかなど，赤おにの気持ちを色の割合によって

表すので，言葉や文章では伝えにくい微妙なニュ

アンスなどを視覚的に表現することができる。視

覚情報として自分の考えを相手に伝えることがで

きるため，言葉で表すことが苦手な生徒にとっ

て，自己表現を手助けする有効な道具となる。ま

た発表を聞く生徒にとって，色を見ただけで感覚

的にわかりやすくなるというメリットもある。

第二に，その場面での赤おにの気持ちを一斉に

出せることで他者の意見に左右されず，生徒自身

の意見を発表することができる。順番に意見を発

表する方法だと，前の人の発言に影響を受け自分

の意見を変えたり，仲の良い友達と同じ意見に合

わせようとしたりすることがある。しかし全員が

一斉に自分自身の考えを発表することで，友達に

合わせるのではなく自分で考えようと思える環境

を整えることができる。

第三に，全員の活動量が確保でき，さらに受け

身ではなく主体的に授業に参加しやすくなること

である。他者の発表を聞くだけでも，多様な考え

方を知るという活動は確保できるが，受け身的に

ただ聞いているだけになってしまうこともある。

また発言の多い生徒の意見だけで授業が進んでし

まい，特定の生徒だけが考え，他の生徒の活動量

を充分に確保できないこともある。そこで心情円

盤を一人一台持ち，自分が考えた赤おにの気持ち

を表わしてから友達の意見を聞くことで，色の割

合が異なった友達の意見と自分の考え方をわかり

やすく比較できる。また同じ色の割合で示した友

達でも考えた理由が違うことを知ることができ

る。このように心情円盤を一人一個準備し，自分

該当内容が展開された授業の対象者は，都内に

設置されるろう学校の中学 3年生 （男子 3名，女

子 3名） である。

中学生になると，互いに心を許し合える友達を

真剣に求めるようになる。しかし中学生にとって

友達との関わりは難しいと感じるテーマの一つで

あり，相手のことを心から信頼できる友達関係が

望まれるところであるが，その関係の構築は容易

なものではない。今回の授業を行ったクラスの生

徒も，一定の友達関係はできていたが，一部の生

徒だけで話をしたり，仲の良い友達とだけ行動す

る様子が見られた。また普段は仲が良さそうにし

ていても，ささいなことで喧嘩をして話さなくな

ることもあった。表面的には仲が良い様子が見ら

れるが，信頼関係で結ばれているとは言い切れな

い実態があった。その要因の一つには真の友情に

ついての理解が十分でないことがあると考える。

真の友情は表面的な仲良しではなく，いつも近く

にいることでもなく，相互に変わらない信頼が

あって成り立つものであり，相手に対する敬愛の

念がその根底にある。また相手の人間的成長を願

い，励まし合い，高め合い，協力を惜しまないと

いう関係である。

このような生徒の実態を踏まえ，「ないた赤お

に （浜田廣介，2005）」を題材に，主人公の赤おに

にとって本当の友達は誰であったのかを考えるこ

とから，信頼という目には見えない心のつながり

がそこにあるか，自分にとっての真の友情とはな

にかを考え，自分の友達との関わり方を振り返る

ことをねらいとした授業を設定した。

　授業展開の工夫

本授業では導入で本時のねらいである「本当の

友達ってなんだろう？」というテーマを生徒に投

げかけた。そうすることで，授業前に生徒が思っ

ている“友達”についての考えを確認することが

できる。また生徒がどこに主眼を置いて物語を読

めばいいのか，軸がぶれることなく授業をすすめ

ることができると考えた。そして教員も想定外の

生徒の発言によって本時のねらいがそれることな

く授業を展開しやすくなる。

展開の前段では，赤おにの気持ちの変化を考え

ながら物語を読むために，心情円盤を一人一台用
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考え方の違いをはっきりと示すことができた。

②の場面では，ほとんどの生徒が水色を大きく

出したが，「逃げられて悲しい」だけでなく，「見

た目だけで逃げるなんて腹が立つ」と怒りを表す

生徒もいて，マイナスの気持ちが大きいのは同じ

だが人によって感じ方が違うことを全員で共有す

ることができた。

③の場面では，意見が大きく分かれた。オレン

ジを大きく出し「村人と仲良くなれるチャンス」

という生徒もいれば，水色を大きく出し「元々友

達の青おにを悪者にしてまで，村人と仲良くなり

たいのか？」と自分の気持ちに問いかける生徒も

いた。またオレンジと水色を同じくらいにして

「村人と仲良くなりたいのは確かだが，友達の青

おにを傷つけるのは嫌だ」と気持ちの揺れを表す

生徒もいた。

④の場面では，水色を大きく出す生徒が多く，

「演技だとしても友達を叩くのは嫌」と青おにに

対しての罪悪感を述べる生徒や，「こんなことを

してしまったが本当に良かったのだろうか？」と

気持ちの葛藤や，やってしまったことへの後悔を

表す生徒もいた。一方で，水色よりもオレンジを

少し大きく出し「これで村人と友達になれるかも

しれない」と期待の気持ちを示す生徒もいた。

⑤の場面では，オレンジを大きく出す生徒が多

く，「村人と友達になれて嬉しい」と喜びを表す

生徒がいる一方，「青おには元気だろうか？村人

とは友達になれたが本当にこれで良かったのだろ

うか？」と迷いを示す生徒もいた。

⑥の場面では，水色を大きく示す生徒が多かっ

た。理由は「青おにを追い出してしまったようで

申し訳ない」という青おにへの懺悔の気持ちと，

「勝手に黙っていなくなるなんてひどい」という

怒りの感情に分かれた。またオレンジを出した生

徒からは「僕のためにそこまでしてくれてありが

とう」という感謝の気持ちも出てきた。

以上のように同じ物語を読んでも，一つの物事

に対して考え方は一通りではなく，自分と友達の

感じ方は違うことを生徒同士が知り，驚いたり納

得したりしている様子が見られた。

展開の前段で物語の内容を確認し，場面ごとの

赤おにの気持ちの変化を生徒全員で共通理解した

後に，展開の後段では本時のテーマであった“本

の考えを手元にもって授業に参加することで，常

に自分の意見と友達の意見を比べながら聞けるよ

うになり，主体的に授業に参加できる。

本授業では物語を読みながら内容を確認すると

ともに，場面ごとに変わっていく赤おにの心情の

変化を考え，生徒全員が自分の意見を発表するこ

とによって，友達の考え方や感じ方を共有できる

ようにした。

物語を読みながら内容を確認するといっても，

先に述べたように生徒の読解力の差がとても大き

いため，本を生徒に渡して各自で読むようにして

も，内容や主人公の心情の変化を感じとりながら

読めるとは限らない。そのため本授業では本文を

そのまま読むのではなく，絵本の絵を電子黒板に

映し出し，教員が本文をわかりやすく要約して伝

える読み聞かせの方法を選んだ。この方法を用い

ることで，生徒の読解力に関係なく，クラス全員

で一緒に物語を読み進めるようにした。

また物語を細かく分け，その場面での赤おにの

気持ちを想像し発表させることで，生徒一人一人

がどのように内容を理解しているか，教員が確認

しながら授業を進められるようにした。具体的に

は，

①村人と仲良くなりたくて，お茶会に誘う立て看

板を作った時

②立て看板を見た村人に，見た目で怖がられて逃

げられてしまった時

③青おにが村人を襲い，赤おにが退治すること

で，村人に赤おにはいいやつだと思われるよう

にしようと，友達の青おにから提案された時

④実際に青おにが村人の家を襲い，赤おにが青お

にを叩いて退治している時

⑤村人が赤おには優しい性格だと知り，一緒にお

茶会をするなど赤おにと村人が友達になれた時

⑥赤おにが久しぶりに青おにの家に行くと，青お

には赤おにのことを考えて，遠くに旅立ってし

まっていた時

の 6つに分けて，読み進めた。

すると，①の場面では，オレンジが100％で

「わくわくして楽しみ」と答える生徒がいる一方

で，オレンジも水色も50％で「村人と仲良くな

りたいが，本当に家に来てくれるかわからないか

ら不安」と答える生徒もいるなど，生徒によって
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ために，自分にできることは何か？」という発問

をした。すると，「友達の気持ちを考えて行動し

たり，話したりする」「友達を裏切るようなこと

はしない」「困っている時に優しくする」など，

具体的に今の自分には何ができるのか，友達と付

き合うために気を付けることは何かなど，一人一

人考える様子が見られた。最後に，今の自分は本

当の友達になるための努力ができているのか投げ

かけて授業を終えた。

　道徳の授業で大切だと考えること

今回の授業のように，１つの物語を取り上げた

だけでも考え方や感じ方は生徒の数だけある。そ

の中には教員が想定していなかった意見や，一般

的には道徳的ではない意見ももちろん含まれる。

例えば，赤おにが青おにを叩いている場面では，

教員としては罪悪感や後悔の念をもってほしいと

考えるだろうし，生徒からもそのような意見が出

てくると想定することが多い。しかし実際は，村

人と仲良くなれることに対する期待感を大きくも

ち，青おにのことはあまり考えていない生徒もい

る。このような意見も生徒の正直な意見であり，

絶対に否定してはいけないと気を付けている。道

徳心とは教員などの大人が一方的に押し付けるべ

きものではなく，生徒が自ら考え自ら育てていく

ものだと考える。また生徒には，常に多様な考え

方をもち，どのようなことも受容できる大人に

なってほしいと願っている。そのためにも，生徒

からどのような意見が出ても教員は受け止め大切

にし，その上で友達や教員の意見を伝え，生徒自

身が考えを深められるような機会を準備すること

が，道徳の授業では求められていると考えてい

る。
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当の友達とは？”という発問をもう一度生徒に投

げかけた。

まず「赤おににとって，本当の友達は誰だった

のか？」という発問をすると，様々な意見が出て

きた。青おにが本当の友達だと考えた生徒は，

「自分を犠牲にしてまで，赤おにの願いを叶えて

くれた青おにが本当の友達だ」と発表した。村人

が本当の友達だと考えた生徒は，「初めは見た目

の違いなどで怖いと誤解されたけど，今は優しい

とわかってくれたし，毎日遊びに来てくれたりお

茶会をしたり，赤おにを受け入れてくれているか

ら村人も本当の友達だ」と発表した。また、「青

おにがいなくなることで赤おにが悲しむとわかっ

ていたのに，黙っていなくなった青おには赤おに

を傷つけたから本当の意味では友達ではない。村

人もお菓子が食べたいからお茶会に来ているだけ

かもしれないし，信用できないから本当の友達で

はない。」と発表した生徒もいた。この発問に

よって，自分が本当の友達に求めていることを考

えられるようにした。

次に「青おにはどうして悪役になったり，黙っ

ていなくなったりしたのか？」という発問をし，

青おにの立場から考えるように促した。この発問

によって青おにが赤おにのことを本当の友達だと

思っていたからこそ，“赤おにの願いを叶えてあ

げたい” と考え行動したことに気づけた生徒が多

かった。

そして「あなたにとって本当の友達とは？」と

いう，本時の中心発問をした。まず個人で考え，

その後に隣同士の生徒で話し合い活動を行った。

すると「ずっと一緒にいてくれる人」や「優しい

人」など抽象的に考える生徒と，「初めは雰囲気

が怖くてなかなか話しかけられなかったけど，一

度話してみると面白くて，今はなんでも話せる友

達」や「入学してすぐの時は緊張していて友達が

できなかったが，そんな時に明るく話しかけてく

れて，優しくしてくれた友達」など，自分の体験

と結び付けて具体的に考える生徒がいた。この発

問によって，物語の中で赤おにを軸に考えていた

友達の意味を，実生活に結び付けて自分にとって

の友達とは何かを考えられるようにした。

終末で「自分が相手にとって本当の友達になる



31

1）日本大学文理学部

　はじめに

2017年 3月31日，小学校及び中学校の新学習

指導要領が公示された。周知のように，今回の改

訂では育成を目指す資質・能力を①「知識・技

能」の習得，②「思考力・判断力・表現力」の育

成，③「学びに向かう力・人間性等」の涵養，が

3つの柱としてまとめられ，これに基づき教育課

程の枠組みが再整理されている。そして，先の資

質・能力の育成に向けて「主体的・対話的で深い

学び」の充実や教育内容の改善事項等々が示され

ている （文部科学省，2017）。

この学習指導要領の改訂に向けた議論と並行し

て，その指導の担い手である教師の資質・能力の

向上についても提言されてきた。現行学習指導要

領（文部科学省，2008；文部科学省，2009） 公示

後の動向を振り返ると，2012年の中央教育審議

会答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力

の向上方策について」では，教師に求める資質能

力として，（ⅰ） 教職に対する責任感，探求力，教

職生活全体を通じて自主的に学び続ける力，（ⅱ）

専門職としての高度な知識・技能 （①グローバル

化，情報化，特別支援教育その他の新たな課題に

対応できる知識・技能を含む，教科や教職に関す

る高度な専門的知識，②新たな学びを展開できる

実践的指導力 （基礎的・基本的な知識・技能の習

得に加えて，思考力・判断力・表現力等を育成す

るため，知識・技能を活用する学習活動や課題探

求型の学習，協働的学びなどをデザインできる指

導力），（ⅲ） 総合的な人間力 （豊かな人間性や社

会性，コミュニケーション力，同僚とチームで対

応する力，地域や社会の多様な組織等と連携・協

働できる力） を提示し，これらが省察する中で相

互に関連し合いながら形成するよう求めている

（中央教育審議会，2012）。

さらに，2015年答申「これからの学校教育を担

う教員の資質能力の向上について」では，①これ

まで教員に不易とされた資質能力に加え，自律的

に学ぶ姿勢を持ち，時代の変化や自らのキャリア

ステージに応じて求められる資質能力を生涯にわ

たって高めていくことのできる力や情報を適切に

収集し，選択し，活用する能力や知識を有機的に

結びつけ構造化する力などの必要性，②アクティ

ブラーニングの視点からの授業改善，道徳教育の

充実，ICTの活用，発達障害を含む特別な支援を

必要とする児童・生徒等への対応などの新たな課

題に対応できる力量の向上，③「チーム学校」の

考えの下，多様な専門性を持つ人材と効果的に連

携・分担し，組織的・協働的に諸課題の解決に取

り組む力の醸成が必要と提示されている （中央教

育審議会，2015）。

これらの資質・能力が教師に求められるのも，

IoT （Internet of Things） やAI （Artificial Intelli-

gence） に代表される情報技術の飛躍的な進化に

よる産業構造の変化が，文化や社会構造の変化を

引き起こし，その潮流が児童生徒たちの生活，生

き方に強く影響すると懸念されるためである （中

央教育審議会，2016）。かねてより，教師の教授

的環境の成立には「生徒と教授的な相互作用を有

効に行なう技能 （Instructional Interaction Skill）」

と「授業を適切に設計する技能 （Instructional 

Design Skill）」の形成の必要性が指摘されてきた

保健学習の実践的指導力向上を企図した養成段階における授業実践

― 保健の模擬授業を通じた思考の深化 ― 

伊佐野　龍司 1）
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ている以上，たとえ数値が接近しようとも，その

学びの深化について問われることは避けられま

い。この場合に求められる教師の力量とは，指導

方策が潤沢に持ち合わせることばかりでなく，授

業における主体と対象の二重性を有することを自

覚した上で，それを情況によって表出し，生徒が

授業の主体として自己，対象 （教材），他者 （共同

体） との相互作用による学び （佐藤，1995） を多様

な視座・次元から促進できることではないだろう

か。先の答申で示される 「学びつづける教師」 （中

央教育審議会，2012） とは，そうした関係の当事

者でありながらも，それらをホリスティックに洞

察しながら省察し，自己，他者の知の解体と再構

成を企図し続ける人材と言えよう。

養成段階に在籍する学生たちに上記の力量形成

を図るための手立てとして，学校現場で展開され

る実際の授業場面を想定しながら実施する「模擬

授業」とその「省察 （Reflection）」は，その道筋

と考えられている （長谷川と小松崎，2010）。とり

わけ後者が依拠する「行為の中の省察 （Reflection 

in Action）」を実践的認識論とするショーン（Don-

ald A. Schön） （2001） の「反省的実践家 （Reflec-

tive Practitioner）」は，近年の教師の知識構造の

枢要をなす考察視座となっており，各教科の模擬

授業においても採用されている （波多野，2008；

杉山と山崎，2015；上条，2016；木山，2016；藤

田，2017）。

そして，保健の模擬授業においても当該省察を

取り入れることで，可視的事実の捉えから，意図，

認識，意味など不可視な内容へと思考の深まりが

報告されている （宮坂・中川，2015；長田・内川，

2016；須甲・助友，2017）。これらの先行研究の

知見の有用性は高いが，それぞれの模擬授業が実

践される教室は，多様な学生の相互作用による学

びが生成される場であるがゆえに再現性が担保さ

れることはない。こうした省察能力の向上には意

図的な働きかけが不可欠 （斉藤，2010） だからこ

そ，個別性の高い実践に内包される意味の了解可

能性を高め，信用性 （trustworthiness）・確実性

（dependability） といった「真正性 （authenticity）」

のもとで，事例の蓄積を図ることが急務である。

ここに「いま・ここ」の学生らが模擬授業におけ

（Merrill, 1968） が，上記の背景を勘案すると，今

後もこれを強調してもしすぎることはない。

本稿の中心的な話題となる保健分野・科目「保

健」の授業 （以下，「保健授業」と称す） では，授

業改善の必要性が事あるごとに指摘されてきた。

かつての「雨降り保健」や「暗記保健」等の指摘

（今村，2017） は保健授業の有する課題を如実に表

している。これらの課題に対して生徒の保健学習

に対する意欲を高めたり，思考力，判断力，表現

力等を促す指導の工夫を推進することで改善が図

られてきた （日本学校保健会，2017，p.160）。例え

ば，保健学習推進委員会 （日本学校保健会，2017，

pp.103-121） による高等学校 3年生 （4,632名） を

対象とした保健学習の全国調査 （第 3回） によれ

ば，経験した保健学習は「考えたり工夫したりで

きた （高等学校 1年次：41.7％，高等学校 2年

次：45.2％）」，「学習内容は分かりました（高等

学校 1年次：71.2％，高等学校 2年次：74.0％）」

との肯定的回答を示し，その日常生活の実践状況

として「自身の生活や身の回りの環境について，

ふりかえったり考えたりしている （高等学校 1

年：46.7％，高等学校 3年：49.0％）」，「自分の生

活に生かしている （高等学校 1年：55.8％，高等

学校 3年：58.2％）」と報告している。「講義を中

心とした伝達型授業が多い」 （教育課程企画特別

部会，2015） との指摘を受けることとなった平成

22年度 （第 2回） の同調査結果に比べ，高率と

なったのも教師が「指導方法を工夫する（中学校

87.0％，高等学校91.8％）」等に尽力した成果と

考えられる。

しかしながら，教師の児童生徒への影響に対す

る自己評価結果 （「考えたり工夫したりしていた

（中学校：65.8％，高等学校：58.8％）」，「内容に

ついて理解していた （中学校：90.0％，高等学

校：91.3％）」，「生活や行動の仕方について，振

り返ったり考えたりしていた （中学校：85.7％，

高等学校：79.0％）」） （日本学校保健会，2017，

p.146） と先の生徒による回答結果の割合が近接し

ているとは言えない。この乖離からは教師の学習

指導の一層の改善要請と共に，依然として授業の

「主体」が教師であり，生徒が「対象」と位置づ

けられた構図が読み取れる。この関係が維持され
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ツ教育学演習」との系統性があり，前期より模擬

授業の講義及び準備を進めていた。前期演習時

に，模擬授業に先立ち実施の目的と題材の選択を

実施した。学生らに提示した模擬授業の目的は

①保健授業の計画・実施・リフレクション・改善

のサイクルの態度形成，②基本的な授業スキルの

獲得，③学習内容に即した指示 （発問等）・説

明・観察・フィードバック，④模擬授業を通じた

汎用的思考の習得である。これらの目的とその意

図の説明も受けた上で，学生らは自ら担当する題

材を選択した （表 1）。その際，題材の重複は 2題

までと指導した。それは，題材により個人生活の

みならず社会生活の要因が多く含まれる内容もあ

るため，多様な題材の模擬授業を通じて省察する

ことが学生らの思考様式の形成を促すと判断した

からである。こうして模擬授業の目的理解と題材

が決定した後に，授業設計の指導が行われた。

１）授業設計と実施

ゼミナールの学生らが授業を設計するにあたり

困惑したのが，授業の展開 （プロセス） であった。

学生らに聞いても，これまで受けてきた暗記中心

る省察を通じた学びの授業実践の蓄積の必要性が

殊更に強調される。

こうした背景を踏まえて本稿では，養成段階に

所属する学生らを対象に，保健の模擬授業におけ

る省察を通じた思考の深化を図る授業実践を報告

する。

　授業展開，指導内容及び理論背景

１　対象

本授業実践の対象は，日本大学文理学部におい

て2016年度後期に開講された，保健体育教員志

望学生向けの選択科目であり筆者 （以下，担当教

員と称する） の担当する「ゼミナール」を対象と

した。受講者は教員免許状（中学校・高等学校　

保健体育）を取得して大学卒業後に教職に就くこ

とを志望し，ゼミナールに所属することを希望し

た体育学科 3年生18名 （男子10名，女子 8名） で

あった。

２　授業展開，指導内容，理論背景

後期に開講されるゼミナールは前期の「スポー

表 1　模擬授業の題材

授業回 内容

第 1 講 ガイダンス・諸注意　講義

第 2 講 ①日常の生活行動と生活習慣病　　②働くことと健康

第 3 講 ①医薬品と健康　②生活行動・生活習慣と健康

第 4 講 ①喫煙と健康　②薬物乱用と健康

第 5 講 ①自己実現　②喫煙と健康

第 6 講 前半リフレクション

第 7 講 ①交通事故の現状と要因　②生活行動・生活習慣と健康

第 8 講 ①精神機能の発達と自己形成　②性意識と性行動の選択

第 9 講 ①喫煙と健康　②性意識と性行動の選択

第10講 ①生活習慣病と健康　②健康にかかわる意志決定と行動選択

第11講 ①家族計画と人工妊娠中絶　②結婚生活と健康

第12講 後半リフレクション

第13講 4年生による研究発表

第14講 課題学習（授業内試験等に対応した特別時間割）

第15講 総括
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学習過程を活性化するための枠組みであることを

強調した。

この 2点について全体指導を行い，その後は

「分析」，「設計」，「開発」を反映させた学習指導

案を前期中に提出を求め，夏季休業期間中に確認

と修正の個別指導を実施した。

以上が授業設計に関する指導内容である。もち

ろん，授業設計上の知見は他にも多々あるが本実

践においては上記 2点に留めている。それは授業

における基本的な教授スキルや設計スキルの獲得

だけでなく，学生らが教師として生徒らの相互作

用を通じた協同的な学びを促進し，その省察を通

じて思考の深化を図ることも企図しているためで

ある。そのためには，モデルや枠組みの実現に傾

注する可能性のある過度の伝達を避け，学生が自

らの意図を反映させた授業実践から導出した実践

的知識と，規定のモデル，枠組みの編む直しを促

す省察を充実させる必要があった。

２）省察

稲垣 （2007） は，専門性を基軸とする教師の成

長において，実践の「振り返り」と「カンファレ

ンス」が欠かせないことを指摘している。カン

ファレンスは医師や看護師，カウンセラー，ケー

スワーカーなどの専門家が臨床事例に基づいてそ

れぞれの把握している状況，判断を出し合い対応

を検討するとともに，その過程を通して専門性を

高めていく営みを指し，教育実践においても導入

されている （木全，2009）。教師の専門性向上と実

践の見方や考え方の枠組みを問い直す「振り返り

の保健授業から脱却し，知識を活用する学習活動

を取り入れることを熱望しても，想起した場合に

最初に出てくるのは過去の授業であったという。

そこで本実践では，授業づくりの方略として認知

心理学の知見から教育工学において体系化された

授業設計 （Instructional Design） の代表的な知見

を 2点導入した。

第一に，授業の設計から評価までのプロセスを

理解するためにADDIEモデルを提示した。物事

のプロセスを遂行するためのモデルは多々ある

が，当該モデルは授業実施の取り組みについて詳

しく記されているため提示に至った。ADDIEモ

デルとは，「Analysis （分析：学習者の特性や前提

知識，教授内容の分析等）」，「Design （設計：教

材内容の質，量，教授方法，学習形態，時間設定

等）」，「Development （開発：教材，課題等）」，

「Implement （実施：生徒との教授的な相互作用

等）」，「Evaluation （評価：授業の省察・振り返

り・カンファレンス等）」のフェーズを展開しな

がら，必要に応じて改善 （Revise an needed） する

ことで学習効果の向上を企図する授業設計のプロ

セスモデルである （稲垣，2011，p.3）。

第二に，学習者の内的学習過程を活性化するた

めの教師の働きかけに関する分類を授業設計の参

考として提示した。ガニエ （R, M, Gagné.）とブ

リッグス （L, J, Briggs.） （1986） は，教授を「学習

の内的過程を支えるべく設計されている学習者に

対する一連の外的事象」と捉え，学習者が学習目

標を達成するための教師の働きかけを 9種類にま

とめている。このガニエの 9教授事象は，「導

入・展開・まとめ」の授業展開にも当てはめら

れ，学習者の学びを支援する外的条件が整えられ

ている （稲垣，2011，p.68） （表 2）。本授業実践で

も，学生らに当該分類の提示と説明を施し，授業

設計の枠組みに活用するよう指導した。その一方

で，①授業には一人ひとりの生徒がいるため，当

該事象が全ての授業に通ずるものではないこと，

②「6 .練習の機会を設ける」ことや学習成果の

「9 .保持と転移を高める」などについては，知識

の活用を促す学習活動や関わりかたについて十分

な吟味がなければ先の熱望する授業とはかけ離れ

ると，当該分類の限界性にも触れ，あくまで内的

表 2　ガニエの 9教授事象 （稲垣，2011）

導　入

1 .学習者の注意を喚起する

2 .学習目標を知らせる

3 .前提条件を確認する

展　開

4 .新しい事項を提示する

5 .学習の指針を与える

6 .練習の機会を設ける

7 .フィードバックをする

まとめ
8 .学習の成果を評価する

9 .保持と転移を高める
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なるかは疑問が残るだろう。無論，そこでは聴く

側は自身の経験や知識，事実関係の情報に基づい

て他者の意見を推論し，各々が「再文脈化」を図

らなければならない （坂本と秋田，2008）。特に学

生らにとって，自らの実践の思考枠組みや見方の

更新を図れる多様な他者との協働は，思考の深化

を図る上でも重要な契機となる。

こうした特性から，本実践では模擬授業時の

「オンライン」，模擬授業終了後の協議場面におい

て 「実践から近い省察」と「他者との協働」，さら

に授業担当者は「遠い省察」として，オフライン

時の省察を反映した修正指導案と振り返りの文章

の提出により思考の深化を図ることにした（図 1）。

具体的には，教員が意図的に働きかけることので

きる「実践から近い省察」場面において，同じメ

ンバーで構成しないよう 3年生は，毎回 3から 4

名のグループに分かれて二段階の省察の機会を設

けた。第一段階は，模擬授業に対する基礎的条件

や内容的条件 （高橋，2010） について考えを出し

合い，個々の授業の見方，思考を共有する。第二

段階として，教員側からの協議内容が提示され，

テーマについて協議する。すなわち，この「近い

省察」の二段階を協議することで，次回の第一段

階及び「遠い省察」における思考の深化を企図し

ている。

３）学習の「深さ」

学生の学習における「深さ」の系譜について松

下（2015） は，ディープ・アクティブラーニング

（省察）」が，ショーンの「反省的実践家」の立場

に依拠していることは冒頭にも記した通りであ

る。

本実践においても導入する「省察」が有する以

下の特性が，模擬授業を通じた学びの深化を図る

上で有効に機能する。第一に省察の多重性であ

る。ショーンの「行為の中の省察」は，「状況と

の対話 （Conversation with Situation）」として遂

行される活動中の思考に限定されるだけではな

い。それは実践の事後に出来事の意味を振り返る

「行為の後の省察」を含むだけでなく，実践の事

実を対象化して検討する「行為についての省察

（Reflection on Action）」 を含んでいる （佐藤，

2001）。また，無藤 （2009） は，実践における省察

をオンラインと二つのオフラインから成る三層構

造を示している。すなわち，オンラインである

「実践中の省察」，オフラインだが実践後やその日

の反省といった実践から「近い省察」，研究会な

どの背景や状況が切り取られた中で吟味する「遠

い省察」である （無藤，2009，176-179）。これら

の省察は単独に実施するのではなく，オフライン

からオンラインの省察に往還可能にすることが反

省的実践家としての力量形成には欠かせない。

第二に，他者との協働である。個人における省

察もさることながら，既存の枠組みを問い直し新

たな枠組みを得るためには他者の視点や対話が重

要となる （Loughran，2002；無藤，2009）。しかし

ながら，異なる状況下で実践する学生にとって，

他者の視点は「脱文脈化」しているため，有益と

図 1　授業展開



36 教師教育と実践知　第 2巻，31～41．平成29年11月

　模擬授業を通じた思考の深化

先に示した通り，「近い省察」の第一段階及び

「遠い省察」における思考の深化を図るために，

「近い省察」の第二段階において担当教員から協

議内容が提示される。その内容は，毎回の模擬授

業において抽出される課題に関係した「問い」が

中心となる。その問いも単に事実をなぞるのでは

なく，抽象化された原理の導出や，多義的な意味

内容の検討など可視的事実から徹底的に離れる内

容を提示することで高次の認知機能を働かせるこ

とをねらいとしている。なお，ウィギンズ，Gと

マクタイ，J （2012，p.129） によれば，最良の問い

は，思考と探究を刺激し，単元内容の理解や関連

づけ，観念の転移などを促進するという。以下で

は，その問い （表 3） を通じた学生の思考の深化

の過程を提示する。

１）既知の授業観からの脱却

第 2講から始まる模擬授業では，現在の学生ら

の思考の深さを確認するために，担当教員は「自

身であれば，どのように本時の授業を実施する

か」と協議課題を提示した。学生らは先行研究が

示す通り，教師行動を中心とした基礎的内容に意

見が集中していた。しかしながら，授業の内容は

多くの観点が含まれていたため，「今日は何を学

んだ？」と聞かれると，その顔色は暗くなるばか

りである。学習内容の明確化が課題となったこと

に向けた理論的基盤として，「深い学習」，「深い

理解」，「深い関与」を示している。その整理によ

ると，「深い学習」における深いアプローチの特

徴は，「内容や意味に関心を向けること」である

という。具体的には，共通するパターンや根底に

ある原理の探究，論理や議論を，周統かつ批判的

に吟味すること等々によって，理解が深まること

について，自分の理解のレベルを認識していくこ

とに繋がっていく。また，「深い理解」ではマク

タイ （McTighe, J） とウィギンズ （Wiggins, G） の

知の構造図を取り上げ，理解の深さの軸の描出と

知識と知的操作の対応関係の提示に，その特性を

見出している （松下，2015，pp.15-16）。ここに示

す彼らの理解は，「説明，解釈，応用，パースペ

クティブ （批判的で洞察に富んだ見方，全体像を

見る），共感，自己認識 （自分の無知や，理解や偏

見についての自覚）」の6側面からなる複合的な

概念である （ウィギンズ，Gとマクタイ，J，

2012）。3点目の「深い関与」として，バークレ

イの関与（動機づけとアクティブラーニングの相

互作用）に注目し，深さの軸に情意面が関わるこ

とを示している。例えば，「今日の授業は早く感

じた」といった学生の主観的な時間感覚も「深い

関与」を捉える一つの指標になるという （松下，

2015，pp.16-17）。以上 3つの「深さ」の系譜

は，本実践が企図する思考の深化と密な連携を保

つこととなる。

表 3　担当教員から提示された「問い」

授業回 内容

第 2 講 自身であれば，どのように本時の授業を実施するか？

第 3 講 なぜ教員は必要なのか？

第 4 講 授業において『限定したこと』と『捨てていたこと』は何か？

第 5 講 一問一答形式の批判的検討

第 7 講 グループ活動は何が行われているのか？

第 8 講 意識するとは何をすることなのか？

第 9 講 『聴く』とは何をすることなのか？

第10講 『待つ』とは何をすることなのか？

第11講 『授業』とは何か？
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い方向に展開できるが，想定外の回答が多くなる

と回収できない」と，授業の傾向から問いに対す

る意見をまとめていた。こうした一問一答には，

回答のし易さという授業担当者の求める解に方向

付けが無意識的に働いていると考えられる。まさ

にMehan （1979） の IRE連鎖が示す通り，教師の質

問 （Initiation） に対して，生徒が応答（Reply） し，

その評価 （Teacher Evaluation） を受ける構図と

なっている。この典型的パターンが出現するの

も，教師の問いには宣言的な知識の確認と事実を

想起させるヒントが含まれているからだという

（ハーティー，2017）。ここには依然，学生らに

とって「教師は生徒に知識を教え，生徒は教わ

る」という構図が埋め込まれている。これを解体

し，本実践が目論む「いま，ここ」の当事者らに

よる学びを含む授業観に再構成するために，教師

が生徒から「学ぶ」という教師側の態度・姿勢の

形成の必要性があることが総括された。

２）授業の意味の再構成

第 7講になると，教師役もこれまでの学びを通

じて，生徒役の思考活動を積極的に取り入れてき

た。その活動の多くはグループによる協議であ

り，基幹となる課題を提示し，メンバーによる相

互作用による学びを産出の意図が読み取れる。し

かしながら，グループ活動は「意見を出し合う」

こと，言い換えれば具体例の発表に留まってい

た。そこで担当教員からは，「グループ活動は何

が行われているのか？」との問いを投げかけた。

ここで学生らの思考は一つの契機を迎える。ある

グループは意見交換といった可視的事実の議論か

ら脱却し，「仲間の意見を通じて自分を見つめ直

す」と不可視の視座からの議論が展開されてい

た。こうした議論を経て，担当教員からは，すべ

ての具体例には出会うことができないため，グ

ループ活動においては経験的な知を共有するだけ

でなく，その具体に内在する意味から学ぶこと，

すなわち「抽象と具体の往還」の必要性が総括さ

れた。

第 8講においては，前時の意味の抽出に加え

て，教師役が頻繁に発する「意識する」という言

葉に着目した問いが投げられた。学生らが何気な

からも，学生らには「内容は『限定すること』」

が総括された。こうした授業から抽出された原理

は，これまでの学びの経過として毎回の第一段階

の省察前に黒板に記される。

第 3講では，情報伝達型の授業に傾斜していた

ことを踏まえ，「なぜ教員は必要なのか？」との

問いが投げかけられた。さらに「情報を回収する

だけであればインターネットを使用する方が得策

ではないか」と問われると，困惑しながらも学生

らも前回の授業成果を活用して，「限定」する必

要性や「知識の活用」はインターネットに無いと

の意見が出る。冒頭でも指摘された授業の主体が

教師役側にあり，生徒役は認知的活動に留まる等

質的な存在として見て取れたため，学生らには目

の前の生徒は一人ひとり名前や生活環境も異なる

「個別性」を有することが総括された。

第 4講では，学習内容を限定することを念頭と

した実践であったため，当該授業において「『限

定したこと』と『捨てていたこと』は何か」との

問いが投げかけられた。その狙いは，授業におけ

る二律背反の思考様式を形成し，学習内容や教材

選定の意味を編み直すことにある。あるグループ

は「自分であれば何に限定して実施するか」から

検討し，多様な具体例，内容を吟味する過程を通

じて，前回の授業を思い起こし，たとえ内容を限

定したとしても知識の羅列では前時と同型を辿る

ため，それを個別性に結び付けることの重要性

を，これまでの授業を参考にまとめていた。担当

教員からは，「教えないと育たないが，一方的に

教えすぎても育たない」とある種の二律背反を提

示し，生徒自身で知識を活用する思考を通じて，

生活との連関を形成し，学習内容の意味を再構成

する機会を充実させる意味で，「教える－教えな

い」という意図の配分の必要性を総括した。

第 5講では，一問一答形式による授業展開が一

部見受けられたため，教師の力量から捉える「一

問一答形式の批判的検討」が課題として提示され

た。模擬授業担当者は生徒役の思考を促すために

課題を提示し，その基幹となる問を中心に授業を

展開した。あるグループでは「わかりやすい問い

であったが，回答し易いために，一定の回答しか

得ることができなかったのではないか」，「導きた
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ループは「意味変容として捉えました。待つと

は，生徒と対峙して互いの考えをつなぐことなの

で『待たないこと』ともいえます」と「待つ」を

時間軸以上の意味として捉えた意見であった。そ

れについて，担当教員が鷲田 （2006） を引き合い

に出しながら，「未来を完了態で先取りしようと

している」，また，「待つことには，期待・願い・

祈りが内包されているから，その意味で抱くこと

である」などの意味もあると異なる視座を提示す

ると，学生らも「さらに深いのか！」，「もっと

だったね」と思考の深さを追求する姿が見て取れ

た。最終の第11講においては，これまでの模擬

授業を通じて「授業とは何か？」との問いが投げ

かけられた。ここにおいて学生らは，授業が知識

を提供するだけの時間としての視座からは脱却し

ている。「これまで授業は『教える‐教わる』と

考えていたが，模擬授業を通じて，教師と生徒の

相互成長の場であると改まった」，「違った考えを

もった仲間の意見が自分の学習に生かされた。学

習は一人でするだけではないことに気づいた」，

さらには「授業は『色鉛筆』ですね。色々な色が

集まって，色々な絵がかける場」とメタファーを

用いて表す学生もいた。こうした学生の様子から

は，授業の捉えが因果的認識から関係的認識 （佐

藤，2009，p.127） へと変容していることが読み取

れる。これまでの思考の深化を試みる過程を通じ

て，学生らが持ち合わせていた授業の解体とその

再構成が図られたことに疑問の余地はない。

３）深さの評価

ここでは，本実践における学生らの思考の深化

が図られたか，松下 （2015） が整理した深さの系

譜から検討したい。なお，本実践では，学生が提

出する事前・修正指導案と省察文のポートフォリ

オ評価と担当教員による間主観性を重視したパ

フォーマンス評価からなる質的評価 （松下，2016）

を採用した。第一に，「深い学習」における深い

アプローチの特徴は，「内容や意味に関心を向け

ること」であった。これについては，前項に示し

た通り単元の経過につれて，内容的側面や可視的

事実以上の意味を汲み取る様子が観取ることがで

きた。また，大部分の学生に省察文においても以

く発してきた「意識するとは何か？」と問われた

瞬間は，苦笑いをしていたが，議論が始まると多

数のグループで活発に意見が出されている。そこ

では，行動変容や形式的情報の操作といった可視

的事実についての議論は皆無であった。学生ら

は，具体例を示しながら，「鳥になった視点で俯

瞰する」，「アップデート」といった視座や意味に

関する議論を展開している。担当教員は，こうし

た考えに同調しながらも，より思考を深めるため

にも異なる視座からの総括に配慮している。本時

は，この度の問について，山口 （2002） の言を引

用しながら自らの常識の成り立ちの吟味，すなわ

ち，「日常への気づき」としても読み解くことが

できると総括した。

第 9講，第10講になると，第一段階の省察も

個別性への配慮，接続性など内容的側面に関する

省察が中心的話題となり，教師役としての学ぶ自

己，生徒役として学ぶ自己といった多重性を有し

て模擬授業に参加することができている学生が大

多数である。こうした中，2講連続で教師行動に

対する思考の深化を企図した問いが投げかけられ

た。第 9講においては，授業において教師が

「『聴く』とは何をすることなのか？」であった。

いくつかのグループは可視的事実から離れ，これ

までの学習を活用して，具体と抽象の往還を軸に

意見をまとめたり，聴く側と話す側の両者の存在

にも思考を巡らしている。ここにおいては，聴く

ことは相手の音声の聞き取る受動的行為以上の意

味を有している。聴くとは，相手の声だけではな

く，沈黙の間に埋め込まれる声や教師自身の内な

る声を聴く多重性を有している （佐藤，2009，

p.54）。さらに，その声は出来事として汲み取ら

れ，題材，他者と「つなぎ」，「もどす」という。

こうした知見をもとに「聴く」ことを通じて当事

者の関係まで観取ることを内包した意味があると

総括した。さらに第10講では，「聴く」との関連

で「『待つ』とは何をすることか？」が問として

投げかけられた。すでに学生らは，第二段階の省

察に高い意欲を見せている。問いを提示すると笑

顔で「これはもう時間ではないことは明らかだか

ら，その話はしないでおこう」など，早々に学生

らの志向は思考の深化に向けられている。あるグ
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時間軸を当該モデルに編み込み「わたしのモデ

ル」として再構成を図ったことは反省的実践家と

しての素地が形成されたと考えられよう。学生E

は，生徒の集中は，即座に注意することが教師か

らの働きかけであると認識していたが，生徒側の

立場から考えることで，自らの習慣的な反応を克

服 （ウィギンズ，Gとマクタイ，J，2012，p.119）

し，教師像の更新を図っていた。学生Fにおいて

は，模擬授業における省察を通じて自己と対話

し，自己概念の編み直し （稲垣と佐藤，1996） を

迫られることとなった。こうして受講者の記述か

ら「理解」の 6側面が読み取れたが，全ての受講

者が 6側面に該当したとは言いきれない。今後

は，問の再考や当該「理解」を充実させるために

も半構造化された省察文の提出を求めることなど

が授業改善として求められる。

第三の「深い関与」におけるは，授業開始当初

の「浅い関与」から「深い関与」へと変容を見せ

た契機は，教師役としての自己，生徒役としての

自己の多重性が形成されることであった。さらに

教師役経験者が実感を持って議論に参加すること

下の「深い理解」と関連して「深い学び」が充実

したと読み取れた。

第二に、「深い理解」における理解は，6側

面 （説明，解釈，応用，パースペクティブ，共

感，自己認識）からなる複合的な概念であった。

各側面に該当しうる典型的な記載をした学生の省

察文 （抜粋） （表 4） から授業の理解を検討する

と，学生Aは，教師がひとつ「立つ」ことにして

も，自らの行動の意味や生徒，教材との関係性を

理由に説明することを可能にしている。また，学

生Bの省察文からは教師と生徒の関係が「教える

－教わる」の主客構造から「教える－学ぶ」の共

同的な構造に変容していることが読み取れる。ま

た，生徒の個別性を受け入れ，それに対峙する教

師としての態度・姿勢の更新も図られている。学

生Cにおいては，思考を深化することで生徒に応

じた関わりや介入，授業設計まで個別対応から授

業全体の応用までを見出している。学生Dにおい

ては，深さの軸の実感と共に準備の重要性を殊更

に強調している。すでにADDIEモデルを提示し

ていたことだが，Dは模擬授業を通じて導出した

表 4　学生の省察文（抜粋）

学生 内容 「理解」の 6側面

Ａ

板書や掲示をしたにもかかわらず，立ち位置が常に一定のところ（教壇の後ろ）に立ってし

まっていた。板書事項が見えなくなっていて，生徒たちが体を揺らして黒板を見ているシー

ンがあったので，話すときでも生徒にどこに注目してほしいのか考え，その注目してほしい

場所に自分がいるようにするなど，気を付けなければならないなと思いました。

説明

Ｂ

授業を行うことは先生が生徒に教える場であると同時に先生が生徒に教えられる場でもある

と実感した。また多様な視点を持つ生徒を目の前にするからこそ，教師にも多角的な視点を

持つ必要性を感じた。

解釈

Ｃ

問いを考える上で自身がどれだけ深く考えられるかが授業がより深くなっていくポイントだ

と思いました。自身が深く考える習慣があれば，生徒にも多くの助言や授業設計が出来ま

す。また，授業を設計する上で意見を求めることも必要だと思いました。

応用

Ｄ

先輩や先生には言われていましたが，改めて準備は本当に大切だと思いました。準備をすれ

ばするほど，そして，考えれば考えるほど，授業で深く考えることができる。準備をしたか

らこそこんなにもたくさんの課題や反省も見えたのではないかなと思います。

パースペクティブ

Ｅ

集中していない生徒役に対して発言を求めましたが，生徒の明るい性格を知っていたから問

題にはならなかったと思います。もし，内気で目立ちたくない生徒だった場合，生徒は傷つ

くと予想されます。生徒の特徴や性格を理解することは授業を行う上でとても大切なことだ

と思いました。

パースペクティブ

共感

Ｆ

改めて内容を理解していないのだと痛感した。自分の考えの甘さ，それを通過してショック

だった。授業には自分の日常の言動，性格が現れる。模擬授業を通じて，自分の性格と向き

合う必要もあると感じた。

自己認識
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改善を図る必要がある。

本実践を通じて保健科教育を担う学生の思考の

深化は，その後の授業改善に接続することが示唆

された。こうした学生の思考の深化を促す問いや

実践の蓄積も今後の課題として残されている。だ

が，教師教育や養成段階において教育を担う人材

にとって必要なのは，当該モデルに該当しうる，

抽象性に満ちた実相が浮彫にならない因果的法則

性による知見ではない。むしろ，必要なのは思考

の深化を図るその個別具体のもつ生き生きとした

様相であり 事例研究特有の事象への密着性，情

景の表象化可能性，意味構造への接近性 （鯨岡，

2005） であろう。こうした事例研究から，その個

別の実践をありのままに受け止め省察し，自らの

実践に再文脈化を図ることが当該研究の価値を高

め，さらには保健科教育を担う教師としての見識

を深めることに結実する。
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語英米文学研究』16，125－157。

で，教師役未経験者の多重性の形成に寄与したこ

とも，深い関与者の増加に接続したと考えられ

る。また，本実践の参加者はゼミナール所属の学

生であることに加え，協議は少数で実施したこと

もあり，「参加の不平等」や「課題に無関係な行

動」 （バークレイら，2009） をとる者はいなかった

ことも深い関与を促した要因として考えられる。

　まとめ

本稿では，養成段階に所属する学生らを対象

に，保健の模擬授業における省察を通じた思考の

深化を図る授業実践を報告してきた。本実践で

は，①教育工学の知見を導入し授業設計に関する

指導の実施，②三層構造（オンライン，実践から

近いオフライン，実践から遠いオフライン）から

なる省察の導入，③思考の深化を図るための問い

の提示，④教育方法学の知見による学習の深さの

導入とその系譜から捉える限定的評価を展開し

た。暗記型や教師主導型であった保健授業が認識

として埋め込まれている学生らは，模擬授業開始

当初は自ずと先の授業に散見される実践や思考が

表出したが，その脱却を促進したのが，他者との

対話や担当教員からの問いであった。可視的事実

から徹底的に離れる思考様式を要求する協議とそ

の総括を重ねることで，学生らの思考も意味の探

究へとシフトしていった。「他者を通じた自己理

解」という不可視の視座へと思考が深化していく

様子が観取れた第 7講は本実践においても重要な

契機となった。そこで総括された「抽象と具体の

往還」は，模擬授業場面においても活用され，意

味内容の更新や個別性への演繹が展開された。さ

らに，終盤においては学生らの思考を深化させた

いという「深い関与」もあり，授業の捉えが，従

来の因果的認識から関係的認識へと編み直しが図

られた。このように，本稿では思考の深化を企図

した実践を展開することで「深い学習」，「深い理

解」，「深い関与」が充実したことは成果であろ

う。しかしながら，思考の深化の成果を「理解」

のモデルにて検討したところ，すべての項目を全

員が充足したとは言い切れなかった。今後は問い

の再考や半構造化された省察文を導入するなどの
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．はじめに

中学校段階で不登校や学校不適応の状態にある

生徒は少なくない。『平成27年度「児童生徒の問

題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（確

定値） について』 （文部科学省，2017） によれば，

中学校の不登校生徒の割合は2.8％で，約35人に

1人が不登校の状態にあることになる。また，

『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある

特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する

調査』 （文部科学省，2012） によれば，知的発達に

遅れはないものの学習面及び行動面で著しい困難

を示すとされた児童生徒の割合は6.5％とされる。

小中学校段階で不登校や学校への不適応を経験し

ている生徒は，社会性や人間関係の問題を抱えた

まま高等学校に進学することも多く，学習面での

問題はそれほど多くないにもかかわらず，集団へ

の適応や自立について大きな課題が見られる。

不登校の背景となっていることは実に様々であ

るが，不登校や学校不適応の背後に，自閉症スペ

クトラム障害 （Autism Spectrum Disorders；ASD），

注意欠如・多動性障害（Attention Deficit Hyper-

activity Disorders；ADHD） などの発達障害の特

性が関係していることは少なくない。ASDの生

徒は，他者との関係を構築するスキルや集団に参

加するスキルなどの未獲得といった社会性発達の

遅れが見られる （橋本，2016b）。また，ADHDの

生徒は，不注意や行動コントロールの弱さ，学習

面の困難さから周囲より叱責や批難をされる経験

が繰り返されるために，自己肯定感が低下するな

どの特徴がある （橋本，2016a）。このように，発

達障害またはその傾向がみられる生徒たちにとっ

て，集団での活動は多大な困難を伴うものであ

る。集団への適応が進まなければ，学校だけでな

く社会において役割を果たして生きていくことが

難しくなる。

高等学校段階において，このような生徒たちの

指導を成立させることは大変重要なことである

が，その具体的な方法は検討の段階にあると言え

よう。カウンセリングや教育相談などの個別対応

的な指導については，学校現場で徐々に体制が整

えられつつある一方で，これらの生徒たちが集団

に適応する力を養い，集団の中での自分の役割を

自覚するための機会は多いとは言い難いが，特別

活動においては，「望ましい集団活動を通して，

心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集

団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を

築こうとする自主的，実践的な態度を育てるとと

もに，人間としての在り方生き方についての自覚

を深め，自己を生かす能力を養う」ことが学習指

導要領にも目標として明記されている （文部科学

省，2009，p.6）。

この目標に鑑みたとき，学校に不適応を起こし

ている生徒たちや発達の課題を抱えた生徒たちに

こそ，この目標を達成するための生徒指導が不可

欠であることは明らかである。そこで，本稿は，

教科の学習や通常の生徒指導において乗り越えが

たいこれらの課題について，特別活動の時間 （委

員会活動） を利用して効果的な指導をおこなって

いる事例を報告し，不登校経験のある生徒や発達

障害などの課題を抱える生徒たちに対する高等学

校における生徒指導の視座について検討する。

通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする生徒の指導　

－高等学校の特別活動における生徒指導の事例報告－

鬼澤　範子 1）・土屋　弥生 2）
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５）活動の様子

委員会活動は週に 2回，火曜日と金曜日に実施

される。生徒は所定の時刻に集合し，着替えをお

こない貴重品を預け，その後，担当教員から生徒

に対して，本日の活動班・活動内容と時間・活動

における留意点の説明および道具の配布などがお

こなわれる。天候や時期により，その日の活動内

容は異なる。

生徒たちは，担当教員から指示された班に分か

れて，それぞれの担当場所で割り当てられた役割

を，時間配分をしながら果たす。班のメンバーの

中では，上級生が下級生にアドバイスや作業の説

明をおこない，班ごとに協力しながら作業を進め

る。

当該高等学校は自然環境に恵まれており，自然

に囲まれながら校舎外で活動を進めることで，生

徒たちは校舎内での学習とは異なる解放感を感じ

ながら作業を進めることができる。育てる植物

は，委員会の生徒の意見を担当教員が聴取し，季

節ごとに育てやすく，学校の環境に合うものを選

んでいる。

また，苗の植え方や肥料のやり方などの園芸の

技術面については担当教員から指導があるが，継

続して活動している上級生は経験を重ねることに

より，多くの作業を自主的におこなうことができ

ている。

生徒たちは，班ごとに協力しながら苗を育て，

花壇を整備することを通して校内の環境美化に貢

献することの意義を学び，多くの作業を他者と分

担しておこなうことで協力することの大切さを学

び，時間をかけて植物を育てあげることを通して

達成感や充実感を得ることができる。

６）指導の留意点

不登校経験のある生徒の中には，入学前にひき

こもりの状態にあった者も含まれており，建物の

外に出て活動すること自体，しばらくおこなって

いないということもある。また，ADHDの生徒

は，作業の段取りをつけうまく時間配分をするこ

とが苦手で，注意欠陥の傾向から作業に集中でき

ずに集団の和を乱す一面が見られる。ASDの生

徒は班の仲間とうまくコミュニケーションをとっ

．指導事例

以下の 2つの指導事例は，過去に不登校を経験

している生徒，発達障害やその傾向が見られる生

徒を含む生徒集団に対し，生徒会活動である各種

委員会活動の場での経験を通して，おもに集団へ

の不適応やコミュニケーション面での課題を克服

させることを目的としておこなわれた指導につい

ての報告である。

１． 園芸委員会の活動を通してコミュニケーショ

ンを促進する指導事例

１）対象生徒

私立高等学校 1年生・2年生・3年生　24名

（男子17名・女子 7名）

２）生徒の特徴と活動の目標

委員会に所属する生徒にはそれぞれに，過去の

不登校経験，発達障害やその傾向などが見られ，

集団への不適応やコミュニケーション面での課題

を抱えている。他者と協力し，自らの役割を自覚

することが目標であり，さまざまな活動を通し

て，生徒たち自身が集団の中で生きることの意味

を学び，豊かな人間関係を構築することが目指さ

れた。

３）指導のねらい

委員会活動の中でさまざまな経験を重ねること

で，言葉を用いたコミュニケーションだけでな

く，同じ空間で協働して作業をおこなうことを通

して，集団への適応力を高め，自己と他者の存在

の重要性に気づき，他者と共生する力を育むこと

ができるような指導をこころがけ，その環境づく

りに努めた。

４）活動内容

・校舎周辺の花壇の整備，花壇周辺の清掃

・苗植え，種まき

・肥料やり，雑草抜き，水やり

・落ち葉掃き

・文化祭での委員会活動報告
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感が徐々に弱まっていく様子が見られた。その結

果，教室に入って授業を受けることに対する恐怖

感が緩和していき，他者と一緒にいることが自然

なこととなっていった。

また，ASDの生徒については，他者との自然

な距離感がつかめず集団から孤立する傾向がある

が，委員会の活動を通して，他者との自然な関係

を構築できるようになった。また，会話や距離感

における違和感が少なくなり，周囲の生徒に受け

入れられるようになった。

ADHDの生徒については，作業を重ねていく

中で，他の生徒の活動の様子を見ながら自分自身

の特性を理解する様子が見られた。例えば，同じ

作業に長い時間集中して向かうことができず，他

のメンバーに迷惑をかけることがあると，他の生

徒からそのことを指摘されたり上級生から注意さ

れたりして，自分の苦手部分を自覚して，直そう

とする生徒も見られた。

それぞれの課題をもつ生徒たちが，委員会活動

を通して課題を克服し，成長する姿が見られた。

２． 食育委員会の活動を通して生徒の自立を促す

指導事例

１）対象生徒

私立高等学校 1年生・2年生・3年生　16名

（男子11名・女子 5名）

２）生徒の実態と目標

不登校や引きこもりの経験がある生徒たちは，

中学校段階では自宅での生活が一定期間続いてい

たため，規則正しい生活が送れておらず，食生活

の面でも食事をとる時間帯や回数が不規則という

ことも少なくない。

また，発達障害の生徒たちの中には感覚過敏か

ら食についての偏りが生じている場合もある。両

者には通じて生きていく上での基本となる，「食」

に対する興味や関心が低い傾向が見られるため，

自立した生活を目指し，生きる力を育んでいく上

でも委員会の活動を通して，知識や技能を高めて

いくことが目標とされた。

て，役割分担をして作業を進めることが苦手であ

り，班の中で孤立してしまう傾向がある。

このような特徴が認められる生徒たちが，集団

での作業や役割分担をおこなうことには困難があ

ることは明らかであるが，班の編成や活動内容の

指示をおこなう上での工夫や配慮により，活動を

円滑に進めることができる。

例えば，班の編成については，4月の活動開始

時期においては同じ学年や同じクラスなど，お互

いが「安心できる」生徒同士で組ませる。あまり

気を遣わずに作業ができるメンバーで，活動その

ものに慣れることからはじめる。2か月ほど経っ

て，活動自体に慣れてきたところで他の学年の生

徒，日頃交流が少なめの生徒同士で班編成をおこ

ない，徐々に人間関係の幅を広げられるようにす

る。時間をかけてじっくりと人間関係を広げるこ

とで，コミュニケーション自体に抵抗感を持つこ

とを防ぐことができる。

園芸委員会の作業は，言葉を交わさなくても進

めることは可能なので，ASDで緘黙傾向のある

生徒でも安心して作業ができ，他のメンバーと協

力して作業を進めることができるので，発達障害

の生徒たちが集団への適応の力を育む場として有

効である。担当教員は，班の活動の様子を把握す

るために巡回して，コミュニケーションがうまく

いっていない場合には介入し，班の活動がより円

滑に進むように促している。

ADHDの生徒は集中が切れやすいので，複数

の作業を細かい時間で区切りながらおこなわせる

ように工夫している。また，作業の指示はできる

だけ具体的におこない，生徒自身が何をどのよう

に取り組めばよいのかを自覚できるように指導し

ている。

７）生徒の変容と活動の成果

中学校段階で不登校の経験がある生徒たちは，

教室に入って他の生徒と一緒に授業を受けること

自体に恐怖感を抱き，集団での活動に違和感を

もっている。入学時には，集団への強い不適応が

見られることも少なくない。しかし，園芸委員会

での活動を通して，他者と作業を進め，協力しな

がら植物を育てる日々の中で，他者に対する抵抗
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中学校段階まで不登校だった場合，中学校の教育

課程の中にある「家庭科」の授業を受けたことが

ない生徒も少なくない。食に興味がないだけでな

く，日常生活の経験が圧倒的に不足した状態にあ

る。「食事」は誰かが作ってくれるもの，または

できたものを買ってくればいいと考えている傾向

が見られる。こうした生徒の実態をふまえ，調理

実習に先立って，担当教員から衛生面や安全面，

作業の手順などについての十分な説明をおこな

う。

「自分たちの力で」食事を作る経験は，「生きる

力」が不足している生徒たちにとって貴重な機会

であり，仲間と協力して作ったものを，皆で食卓

を囲んで食べることを通して，食の大切さについ

て身をもって経験することができる。食の意味を

考えるといった抽象的なことがらについて考える

ことが苦手で，日頃から合理的な考え方をしがち

な発達障害の生徒たちにとっても，「食事」は単

に「お腹を満たすもの」ではなく，他者とおいし

さを分かち合い，人間関係を良好なものにするた

めに重要なものであることを，経験を通して学ぶ

ことができる機会となっている。また，授業の場

面とは異なる「委員会活動」の場面は，他学年の

生徒同士が交流できる機会であることや，「自分

だけでなく他者のために奉仕できる」機会である

ことが重要である。例えば，「食育新聞の発行」

や「文化祭での食についての啓発活動」をおこな

うなど，自分たちが学んだことを他者に対して発

信することを通して，活動はより主体的なものと

なる。

６）指導の留意点

委員会活動においては，「調理をおこなって食

べる」ことが指導の中心ではない。不登校や集団

への不適応が見られる生徒に対しては，不足して

いた「生きる力」を育み「生きること」への関心

を高め，自ら主体的に生きることを，経験をもっ

て学ばせることが目指されている。また，発達障

害の生徒たちが，彼ら自身のこだわりや偏りにつ

いて，自分で気づき，問題意識を持つことが重要

である。したがって，「食」に関わる活動を通し

て，自分自身を見つめ直し，自立していくための

３）指導のねらい

食育委員会の活動を通して，第一に「食」に対

する興味関心を高める指導が目指された。「生き

る力」と直結する「食」についての知識や技能を

身につけることができるよう，「食事と健康」，

「食事と文化」，「食事とコミュニケーション」な

どのテーマに基づいて，生徒自身が主体的に活動

に関わる機会を提供し，実際に食事を作る経験を

通して「食」の重要性を学ばせることが目指され

た。

その際，調理の計画・準備・実習を経験し，仲

間と協力することや，生徒たち自身が作ったもの

を周囲の人に提供することを通じてコミュニケー

ションの幅を広げることを念頭においた。

４）活動内容

・ 食についての 「調べ学習」 （例） 食べ合わせの

良い食事と悪い食事，病気予防のための食事

・班ごとに調理実習計画

・調理実習器具の準備，材料の準備

・調理実習

・調理実習の反省

・ 食についての啓発活動　（例）食育新聞の作

成，文化祭での発表

５）活動の様子

食育委員会は週に 1回の活動で，テーマに沿っ

ておこなわれる。定期的にテーマに沿った話し合

いを経て，調理実習をおこなっている。班ごとに

調べ学習を行った上で具体的なレシピを考えて決

定する。調理実習に必要な器具のリストを作成

し，材料の価格について調査し，調理実習1回あ

たりの予算案を立てて一人当たりの実習費を算出

する。調べ学習は班ごとにおこなうが，担当の教

員が栄養面やコストなどについても相談に乗り，

アドバイスをおこなう。また実習に先立って「食

物アレルギーに関する調査」を行なうと共に，保

護者から生徒の情報を得て，レシピの中にアレル

ギー食材がないかどうかを毎回チェックする。

生徒の中には，「包丁を使ったことがない」，

「米のとぎ方がわからない」，「洗い物をしたこと

がない」など，経験が不足している生徒が多い。
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験を重ねることで，集団への不適応を起こしてい

た生徒も徐々に委員会の活動になじむ様子が見ら

れた。

最も著しい変化として見られたのは，食育委員

会の生徒たちが自分自身の役割を理解して，それ

を遂行しようとする姿勢である。はじめは，経験

の多い上級生に引っぱられていて，自分から行動

することができなかった生徒たちも，調理の手順

を頭に入れて，次に自分が何をしなければならな

いかを考えて行動できるようになった。

また，委員会の活動を重ねて経験の幅を広げる

ことによって，「食事は誰かが作ってくれて，出

てきたものを食べる」，「お腹がすいたら買ってき

たものを食べる」といった食行動にも変化が見ら

れ，学校で作ったレシピを自宅で再度作り，家族

に食べてもらうということもできるようになっ

た。これらのことがらは，特に，発達障害の生徒

たちにとっては，自立に向けての大きな進歩とい

うことができる。

食育委員会の活動は，生徒たち自身が自分の苦

手なことがらや課題を意識し，仲間と協力して活

動することによってそれを乗り越え，自立に向か

う営みになっている。指導には細部についての配

慮と工夫が必要であったが，日々の活動の積み重

ねが生徒一人ひとりの成長につながった指導事例

である。

．おわりに

髙橋 （2013） は，高等学校における特別支援教

育の位置づけについて，「発達障害の生徒等，特

別な配慮の必要な生徒を含めて，生徒一人一人を

確実に成長させ，自立に向けて育成していくとい

う使命を踏まえ，すべての学校で特別支援教育の

実践の考え方や手法を活かして学校経営の基盤を

つくっていくことが重要である。」としている。

コミュニケーションや集団への適応について課

題を抱えている生徒たちは，教育課程に沿って学

習を進めるだけでは孤立してしまう場合がある。

生徒たちには「経験」をともなった活動を通し

て，自ら実感することを念頭においた指導が必要

である。

力を身につけることができるよう，委員会活動の

内容や目的を念頭においた指導をおこなうように

している。

委員会活動の中での指導における配慮は細部に

わたる。例えば，ASDの生徒の中には，手先が

不器用な生徒も少なくなく，調理器具の使い方や

食材の切り方なども，実践の場で具体的に丁寧に

指導することが求められる。ADHDの生徒たち

は，作業についての手順がうまくいかず，時間内

に計画通りに作業が進められないこともあるた

め，事前の十分な説明と指導が必要となる。一般

的な生徒に調理をさせるときとは異なる，詳細な

配慮が求められる。

また，委員会活動の話し合いの場面でも，指導

を行う上で特に留意しなければならない点があ

る。班ごとに計画を立てたり準備をおこなったり

する際の，発達障害でコミュニケーションをとる

のが苦手な生徒たちへの配慮である。例えば，発

達障害があって自分の考えを他者に伝えることが

難しい生徒や，班のメンバーと自然な会話をする

のが難しい生徒については，あらかじめ班のリー

ダーにその生徒の特徴を担当の教員から説明して

理解させるなど，課題を抱えた生徒でも話し合い

に入りやすい環境をつくるよう努力した。また，

役割分担についても，苦手なことを抱えた生徒が

班のメンバーから孤立しないよう，教員がよく見

守り，状況によっては話し合いに助言を加えるな

どの工夫をおこなった。

７）生徒の変容と活動の成果

食について関心が薄かった生徒も，食文化やレ

シピについて具体的な調べ学習を進め，実際に計

画に基づいて調理をおこなうという経験を通し

て，主体的に活動する様子が見られるようになっ

た。特に発達障害が見られる 1年生については，

当初は班での話し合いの際にも言葉が発せられな

かったり，自分にとって関心がない内容の場合に

は積極的に話し合いに加われなかったりする様子

が見られたが，上級生の配慮もあって，徐々に積

極的になるなど，コミュニケーションの面での成

長がうかがえた。

また，班活動をおこない，一緒に食事をする経
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「自己の理解と行動の調整に関すること」，「集団

への参加の基礎に関すること」については，障害

の有無にかかわらず，学級指導の中では常に意識

しておくべき事柄であると指摘している。

本稿では，特別活動における集団への指導の中

で，コミュニケーションスキルの向上や生徒自身

の自立を促進することが可能であることが示され

た。今後，このような指導が広くおこなわれるこ

とにより，通常学級に在籍する課題を抱える生徒

たちの指導がより効果的におこなわれる可能性が

あることが明らかになった。

注

1） 笹森 （2009a） によれば，自立活動は，特別支援学校

において特別に設けられた領域であり，個々の児童

生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上

の困難を主体的に改善・克服しようとする取組を促

す教育活動である。自立活動の内容は，人間として

の基本的な行動を遂行するために必要な要素と，障

害による学習上又は生活上の困難を克服するために

必要な要素で構成されている。内容は，「健康の保

持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の把

握」「身体の動き」「コミュニケーション」の 6つの

区分に分類されている。
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1）日本大学文理学部

　はじめに

現在，暴力問題に端を発して，スポーツ指導者

の資質能力について様々な議論が行なわれてい

る。スポーツ指導者を指すCoach （スポーツ指導

者，教師）注）という語は，ハンガリーのKocsで最

初に作られた「屋根付きの馬車」に由来し，馬車

が人を目的地に運ぶところから，「コーチングを

受ける人であるクライアントを目的達成に導く

人」を意味するようになり，19世紀の中頃に学生

が個人的に雇用したチューターを指す俗称として

用いられていたものが，近代スポーツの誕生とと

もにスポーツ指導者に転用されるようになった

（Onions，1994）。したがって，スポーツ指導者に

求められる資質・能力の向上に関する課題は，ス

ポーツ指導者とコーチングを受ける人における練

習と指導に関する関係問題として位置づけられ，

そこで求められる資質能力を充実させるための教

育が検討の中心となる。

そこで本稿では，まずスポーツ指導者養成機関

におけるスポーツ指導者に求められる資質・能力

を検討し，それをふまえて，スポーツ指導者教育

で求められる知の在り方を理論と実践の関係から

検討する。

　現代のスポーツ指導者に求められる

専門的知識　　　　　　　　　

１  国際コーチングエクセレンス評議会が求めて

いるスポーツ指導者の専門的知識

国際コーチングエクセレンス評議会 （Interna-

tional Council for Coaching Excellence ；ICCE） は，

スポーツ指導者の果たすべき機能や役割として，

①ビジョンと戦略の設定，②環境の整備，③人間

関係の構築，④練習での指導と競技会への準備，

⑤現場に対する理解と対応，⑥学習とリフレク

ションの 6つをあげている。このような機能や役

割を果たしていくために，スポーツ指導者には専

門家としての学びが求められる。ICCEではス

ポーツ指導者に必要な知識ベースを表 1のように

まとめている。ここではスポーツ指導者に必要な

知識が①専門的知識 （Professional knowledge），

②対他者の知識 （Interpersonal knowledge），③対

自己の知識 （Intrapersonal knowledge） に分類さ

れ，さらに細項目があげられている。ここでの

「専門的知識」とは，スポーツのトレーニングや

指導に関わるスポーツ科学の専門的知識が意味さ

れている。「対他者の知識」はスポーツ活動に存

在する様々な人間関係を構築していくための知識

とスキルが意味されている。さらに，「対自己の

知識」は自分自身のものの見方に関する自己認識

を高めるための知識と自分自身の指導実践を振り

返りながら省察していくための知識を意味してい

る。

このようなことから， ICCEが求めているスポー

ツ指導者に必要な知識は，自己自身や他者とのあ

いだで行なわれる様々な活動を客観的に理解し，

省察を通して反省的に実践していくことができる

ための知識とスポーツ科学に関する知識の 2つで

あると理解することができる。とりわけ，スポー

ツ医・科学については，「発達発育」，「バイオメ

カニクス」，「医学・栄養学・応急処置と外傷予

防」，「生理学」「心理学と社会学」等が取り上げ

られていることから，自然科学を中心とした様々

スポーツ指導者養成機関のスポーツ指導者教育における理論知と実践知

青山　清英 1）
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表 1　ICCE の求めるスポーツ指導者の専門的知識

専門的知識

スポーツ

政策，ルールと規則

技術と戦術

施設と設備

アスリート
アスリートの能力と発達段階

アスリートのモチベーション

スポーツ医・科学

発達発育

バイオメカニクス

医学・栄養学・応急処置と外傷予防

生理学

アンチドーピング(含・Coach True）

スポーツのビジネス

心理学と社会学

基礎的スキル
言語スキル （話す・書く・読む）

基礎的な計算能力や科学技術に関する知識

対他者の知識

社会的状況

マクロ・ミクロのコーチング文化

関係者・仲裁人・エージェント

倫理，参加者の福祉

クラブ・学校・連盟

保護者と親族

政府機関

コーチ仲間

メディア

関係

コミュニケーション

適切な行動

共感と共振

アスリートとグループの管理

積極的な聞き取りと質問

アスリートとグループの教育

コーチングの方法

学習の理論と方法論

観察，評価とフィードバック

計画・組織化・発信

示範と説明

積極的な学習状況の作成

教育と促発

対自己の知識

コーチング哲学

アイデンティティ

信念

価値観

リーダーシップ

生涯学習

学習コンピテンシー

自己省察

自律と責任

的確な思考と全体性

マインドセット

知識のイノベーションと生成

（International Sport Coaching Framework Ver.1，p.28より引用改変）
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ングを行なうために必要な知識・技能の明確化と

その活用を図ることの方策として，次のように提

言されている。

 「スポーツ団体及び大学等においては，国及び独立行政

法人等の取組とも連携し，国際的な動向も参考にしなが

ら，コアカリキュラムの検討を進めること等により，

コーチングを行なうに当たってどのような知識・技能が

必要であるかについての認識の共有化を図ることが期待

される。

　その際，哲学や倫理，内発的動機づけ，コミュニケー

ション能力，リスクマネジメント，長期的スポーツキャ

リアを視野に入れたコーチングの在り方等，競技横断的

な知識・技能の位置づけを明確にすることが重要であ

る。」

これを受けて2014年日本体育協会は，文部科

学省委託事業「コーチ育成のためのモデル・コ

ア・カリキュラム作成」に着手することになる。

以下，モデル・コア・カリキュラムの内容を見て

いくことにする。

２） 日本体育協会の『モデル・コア・カリキュラ

ム』にみるスポーツ指導者の専門的知識

表 2は日本体育協会が作成した『モデル・コア・

カリキュラム』を示したものである。岡 （2017）

によれば，このカリキュラムの特徴は，従来のス

ポーツ指導者養成カリキュラムが目指した知識・

技能の習得だけではなく，スポーツ指導現場で起

こる様々な課題に対して適切に対処する「実践

力」の獲得を重視したことにあるという。その根

拠として，従来はスポーツ医・科学や専門競技に

関する知識・技能を学ぶことに重点がおかれ，

コーチングを形づくるはずの思考・判断や，その

思考・判断を適切なかたちで表現する態度・行動

を学ぶ割合が少なかった。しかし，今回のカリ

キュラムでは，「どのような知識を得たか」では

なく，「現場で起こりうる様々な課題をいかに対

処できるようになったか」という思考・判断や態

度・行動を含めた実践力を獲得することに軸足を

置いたという。そのためにスポーツ医・科学の知

識・技能を高めつつ，現場で起こり得る実際的な

課題を設定し，その課題を解決するための仮説を

立て，仮説に基づき検証を行なうことで自信を深

なスポーツ医・科学に関する理論知が学びの対象

となっていることが分かる。

２  我が国におけるスポーツ指導者に求められる

専門的知識

１） 『有識者会議 （タスクフォース） 報告書』から

みる求められるスポーツ指導者の専門的知識

2013年 2月に文部科学省は，スポーツ現場にお

いて相次いで発生した暴力を日本スポーツ界にお

ける重大な危機と捉え，「スポーツ指導における

暴力根絶へ向けて」というメッセージを発表し

た。このなかで①スポーツ指導から暴力を一掃す

ること，②新しい時代にふさわしいスポーツの指

導法」を確立することに全力を尽くすことが表明

された。さらに，同年 4月には文部科学副大臣

（スポーツ担当） の下に，「スポーツ指導者の資質

能力向上のための有識者会議 （タスクフォース）」

が設置され，報告書として『私たちは未来から

「スポーツ」を託されている－新しい時代にふさ

わしいコーチング－』がまとめられた。ここでは

この報告書のなかで取り上げられている「コーチ

ングに必要な知識・技能」について見ておきた

い。報告書では次のように提言されている。

 「コーチングを行なうに当たってどのような知識・技能

が必要かについては，現在，必ずしも十分な共通認識が

図られていませんが，特に，哲学や倫理，内発的動機づ

け，言語的なコミュニケーション能力，リスクマネジメ

ント，競技者の長期的なスポーツキャリアを視野に入れ

たコーチングの在り方など，競技横断的な知識・技能が

十分に学ばれていないと指摘されています。

　さらに，知識・技能を学んでも，実際のコーチング現

場においては，自らが競技者として経験してきたコーチ

ングの在り方に影響され，新しく得た知識・技能が十分

活用されない場合もあるとの指摘もあります。

　現在は，過去の経験や知識だけでは通用しない時代で

あることは明白であり，国際的な知見も参考にしなが

ら，コーチングに必要なスポーツ医・科学の知識・技能

について学び，それらを活用することを身につけること

が重要です。」

つまり，ここでは指導哲学や倫理を基底にし

て，スポーツ医・科学の最新知識とそれらを使い

こなすことができる能力の重要性が指摘されてい

ると解される。さらに報告書では，最適なコーチ
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あるが，その内容はほぼ日本体育協会が示したモ

デル・コア・カリキュラムと同様であると解する

ことができる。したがって，我が国のスポーツ指

導者養成教育は，様々な機関で同様な方向性で進

められているといえるであろう。さらに，これら

の教育プログラムは，前述した ICCEも同様な志

向性をもっている。したがって，スポーツ指導者

教育においては，「コーチングの哲学・倫理」，

「スポーツ医・科学に関する知識」，「マネジメン

ト」，「現場におけるコミュニケーション能力の開

発」が中心になっていると解することができる。

めていく「学びのプロセス （施行と振り返り）」

を考慮したという。すなわち，このモデル・コ

ア・カリキュラムは，従来のスポーツ医・科学の

知識をさらに充実させるとともに，現場実習など

を用いて，その専門的な知識を実践力として発揮

できるようにするという考え方に基づいて作成さ

れたと解することができる。

参考までに表 3には，日本オリンピック委員会

の「ナショナルコーチアカデミー」のカリキュラ

ムを示した。このカリキュラムは，高度な競技レ

ヴェルの選手に関わるコーチを対象としたもので

表 2　日本体育協会「モデル・コア・カリキュラム」

資質能力区分 領　　　域 主　な　内　容

人
　
　
間

　
　
力

思考・判断 コーチングの理念・哲学

プレーヤーと共に学び続けるコーチ

コーチング及びコーチとは

コーチに求められる資質能力

スポーツの意義と価値

コーチの倫理観・規範意識

コーチの役割と使命（職務）

知
　
　
識

　
　
・

　
　
技

　
　
能

態度・行動

対自分力

多様な思考法

コーチのセルフ・コントロール

コーチのキャリア・デザイン

対他者力

コミュニケーション

人的環境（関係者との信頼関係）の構築

プレーヤーのキャリア・デザイン

共　　　通

トレーニング科学

スポーツトレーニングの基本的な考え方と理論体系

体力トレーニング

技術トレーニング

メンタルトレーニング

スポーツ医・科学

スポーツと健康

外傷と障害の予防

救急処置

アンチ・ドーピング

スポーツと栄養

スポーツの心理

専　　　門 現場における理解と対応

ライフステージに応じたコーチング

プレーヤーの特性に応じたコーチング

コーチングにおけるリスクマネジメント

クラブ・チームの運営と事業

コーチング現場の特徴

実　　　　習 現場実習 コーチングの実践と評価

（平成27年度コーチ育成のための「モデル・コア・カリキュラム」作成事業　報告書，p.40より引用改変）
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表 3　平成26年度 JOCナショナルコーチアカデミーカリキュラム

高度競技コーチング

コーチング論

ナショナルコーチの経験等を基に，ナショナルチームの指導に携わるコー

チ及びスタッフがもつべき哲学，倫理観，役割，責任，リーダーシップ等

について講義・演習を行う。また，スポーツにおける暴力行為の根絶につ

いて論じる。

運動観察／指導実践
他競技のトレーニングや指導者養成の視察，他競技のトレーニングプログ

ラムの体験等を行う。受講者が自身のコーチングを実践する。

オリンピック論

フェアプレーや非暴力等を提唱する「オリンピズム」「オリンピックムー

ブメント」について理解を深めるとともに，オリンピックの意義について

講義・演習を行う。

高度競技マネジメント

マネジメント論

競技力向上に必要な様々なマネジメント能力について論じる。競技団体に

おける事例を紹介するとともに，コーチに求められるマネジメントスキル

について講義・演習を行う。

スポーツ情報戦略

コーチングと情報戦略の関連を論じるとともに，受講者間でディスカッ

ションを行う。また，情報分析や映像処理の手法について講義・演習を行

い，強化現場での活用を考察する。

医・科学サポート論
医・科学の各分野におけるトップ選手に対するサポートのケーススタディ

について，講義・演習を行う。

キャリアコーチング
アスリートに対してコーチがとるべきキャリアコーチングの考え方や具体

的な支援方法について講義・演習を行う。

メディア論
選手や指導者等に対するメディアの視点をもとに，メディアとのコミュニ

ケーションについて講義・演習を行う。

スポーツと法

紛争事例（選手選考，暴力（体罰）事件，セクシュアル・ハラスメント，

ドーピング紛争等）を基に，指導者の法的及び社会的責任について講義・

演習を行う。

スポーツビジネス
企業もしくはスポーツ団体におけるスポーツに対する取り組みについて，

担当者による講義等により，スポーツマーケティングについて演習を行う。

ビジネスシミュレー

ション研修

ビジネスシミュレーションを通じて，コミュニケーションスキル，交渉

力，戦略思考，経営マネジメント等の考え方やスキルについて実習する。

コミュニケーション

ロジカルコミュニ

ケーション

言語技術を通して，分析的・批判的な情報の取り出し方法，論理的で分か

りやすい情報伝達の手段を身につけ，競技者やチーム・組織へのアプロー

チの核となるコミュニケーションスキルについて実習する。

ディベート実習
論理的思考，論理的コミュニケーション，プレゼンテーションスキル，質

問力，論理構築力の考え方やスキルについて実習する。

アッセンブリ
本アカデミーで習得したこと，課題，現場研修の報告等，受講者が設定し

たテーマについて，ディスカッションを行う。

プレゼンテーション

実習

伝えたいことを選手やチーム，組織のステークホルダー等に確実に理解さ

せられるようにプレゼンテーション力を高めるため，受講者自身が行う。

野外研修（ASB）

野外実習を通して，コミュニケーションやリーダーシップ等の重要性を再

認識するとともに，受講者間の連帯意識の醸成を図り，今後のチーム指導

に役立つスキルを習得する。

アセスメント
本アカデミーのプログラムを振り返り，プログラム及び自身に対する評

価・分析を行う。

現場研修
所属チーム等においてＯＪＴ(On the Job Training)を行い，本アカデミーで

習得した知識やスキルを実践する。
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（Matwejew, 1985） や旧東ドイツのハレ （Harre, 

1982） らによってまとめられていく。しかしその

後，これらの理論も体育・スポーツ科学の「科学

化」のうねりのなかに次第に飲み込まれていくよ

うになる。しかし，多くのスポーツ指導者にとっ

ては科学的な知見が実践の実体と合わないため，

これらの知識をどのようにして用いたらよいのか

という問題が提起されていく。例えば，チーネ

（Tschiene, 1988） が述べているようにトレーニン

グに関する科学的な知見の多くは，その方法や手

段を使ってみてもよいといった程度の説得力しか

なく，実際には指導者は自分自身で現場の指導法

や練習法を考えているのが現状である。このよう

な問題は，複合的なスポーツ実践に対してスポー

ツ医・科学の知見がそれぞれの立場ごとに羅列的

に提示されているだけで，それらの相互関係に関

しては何も明らかにされず，結局，それらの知見

の利用方法については現場にまかされることに

なってしまっていることに起因する （Tschiene, 

1988）。また，研究者自身も現場との交流のなか

で科学的に得られた量的データがはたして本当に

実践に役に立っているのかという疑問を持つよう

になっていく （クヌッソン・モリソン，2007）。

米国では1980年代に入ると，このような問題

を克服するために，従来の自然科学的運動研究に

「質的研究」を組み合わせるかたちで「新たなキ

ネシオロジー」が登場してくる。しかし，このキ

ネシオロジーも学際応用理論がアポリアとして抱

え込んでいる関連研究領域の「分化と統合」とい

う問題によって，結局のところ実際の問題解決に

あたっては，現場の指導者が個別科学の研究成果

を実践に役立つようにコーディネートしなければ

ならないという問題に突き当ることになる。以上

のようにスポーツ医・科学研究の歴史的な展開を

見てくると，「理論と実践の乖離」という問題が

見えてくる。

金子 （2000） によれば，体育・スポーツ科学に

おける理論と実践の問題，つまり，理論的研究と

運動実践という関係は，科学方法論の視座から検

討することによって問題の所在を浮彫に出来ると

いう。これは運動研究の両義性の問題である。対

象となる運動現象は自然科学的な研究の対象とな

確かに，現在のスポーツ指導者教育の再検討が

暴力問題に端を発していることもあり，「コーチ

ングの哲学・倫理」，「マネジメント」，「現場にお

けるコミュニケーション能力の開発」は大変重要

な教育内容であることについては論を俟たない。

しかし，スポーツ指導者がその活動において関わ

りをもつTrainingやCoachingという語の本来の意

味から見ても，スポーツ指導者養成の中核的課題

は，専門職性が問われる「スポーツの練習と指導

に関する知識」であろう（朝岡，2017，p.44）。

哲学や倫理，マネジメント等のテーマは，なにも

スポーツ指導者に限ったことではなく，人間が関

わるすべての事柄に関わることである。したがっ

て，以下では「スポーツ医・科学の知識」につい

てスポーツ指導者教育との関係で検討する。

　スポーツ指導者教育において

求められる知の在り方　

スポーツ指導者教育において求められる知の在

り方について検討する前に，ここでは「スポーツ

科学」の歴史的な展開について簡単に振り返って

おきたい。

人間の運動がいわゆる科学的研究の対象となる

のは17世紀以降のことであり，しかもその研究

は生理学や力学などの既存の科学的研究の一部と

してスタートした （岸野，1968）。朝岡 （2017） に

よれば，体育・スポーツにおける運動実践に科学

的研究を役立てようとする試みが登場するのは19

世紀中頃のことであり，これはフランスのダリの

『シネシオロジーもしくは教育，衛生，治療に関

わる運動の科学』に代表される複合的運動研究と

して提唱された。その後，この種の試みは米国の

「キネシオロジー」へと，そして1970年代には旧

ソ連のドンスコイ （Donskoi, D. D.） によって提唱

される「バイオメカニクス」へと受けつがれてい

く。

そのころヨーロッパでは，現場の豊富な経験を

通して獲得された個々の実践知を帰納的に取り出

して理論化を図るという試みが行なわれることに

なる。これらの試みは競技スポーツのトレーニン

グに関する理論として旧ソ連のマトヴェイエフ
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与えてくれる。これまでのスポーツ指導者教育の

歴史的な展開と近年のカリキュラムの内容を見て

みると，例えば，「モデル・コア・カリキュラム」

では，一部「技術トレーニング」の教育内容のな

かで自己観察や他者観察に関して取り上げられて

いる （公益財団法人日本体育協会，2015，p.55）。

そこでは実践知によって解明される運動感覚的な

問題がテーマとなっており，また現場実習も設定

され，カリキュラム全体としては実践知を用いた

実践力の形成が意図されることは伺えるが，その

ほとんどはいわゆる理論知によって体系化されて

いるといえるであろう。

実際の現場では，マイネル （1981, p.2） の言う

ように「実践的思考」に基づいた，つまり，自ら

動きながら何かを感じ取り，感じながら動こうと

する「運動感覚の知恵」を働かせることの必要性

は明らかである。しかしこのような「前科学的」

な実践的思考を，自然科学が介入する以前の素朴

な認識レヴェルによって捉えられた「知恵」と理

解してはならない （金子，2002）。

これまでのスポーツ指導者教育のための専門的

知識は，そのほとんどが自然科学的な研究領域に

よって構成されているが，運動指導の前提となる

実践的な問題の解決のためには，このような自然

科学主義のパラダイムを括弧に入れて，我々は現

場で成果を出すためにいったい「何を」，「どのよ

うにして」研究すべきかという問題に立ち返る必

要がある （朝岡，2017，pp.61-62）。

通常，自然科学で現時点において明らかにされ

ていない，いわゆる「前科学的」な問題は，いず

れ研究が進めば自然科学によって解明されると理

解されるが，このような問題は，そもそも自然科

学とは異なる人間科学の守備範囲であり，「前科

学的」問題は，「先科学的知」である「実践知」

によって検討されるものである。したがって，ス

ポーツ指導者教育カリキュラムの現状を見ると，

このような実践知をどのようにしてカリキュラム

のなかに位置づけていくのかということと，理論

知と実践知のどのような「協力関係」を構築して

いくのかという課題が浮かび上がってくることに

なる。

ると同時に人間科学的な研究対象ともなる。自然

科学的な研究対象としての運動は，数学的時空系

における「ものの運動」として捉えられる。精密

なデータを基にして概念・因果分析を行ない，客

観的事実を明らかにすることをその任とし，これ

によって様々な「理論知」が体系化されることに

なる。これに対して人間科学的な運動研究では，

いわゆる「生命ある人間の運動」，つまり，ヴァ

イツゼッカーの意味での「自己運動」 （1995） が研

究の対象となり，ボイテンディク （1995） の意味

での「意味系」と「価値系」に基づいてその発生

と構造の問題が明らかにされることになる。した

がって，そこでは理論知とは異なる「実践知」が

体系化されることになる。しかし，このような

「実践知」は，その曖昧さや主観性から「あてに

ならないもの」というレッテルを貼られ，理論知

よりもレヴェルの低い知識という理解がされがち

である （金子，2005）。しかし，この知の両義性は，

どちらが上でどちらが下といった問題ではなく，

またふたつの研究が排除し合うのでもなく，別々

の課題を割り当てることによって協力し合うこと

が求められることを意味している （Buytendijk, F. 

J. J., 1956）。これに関連してスポーツ運動学の始

祖マイネルは，その著『運動学』 （1981） のなかで

次のように述べている。

 「運動研究における理論的研究というものは，それが感

覚的な認識形態から遊離してしまうと，実り豊かな真の

結果をなかなか導き出せないのである。それは実践的活

動から得られた純粋な経験だけでは，回り道や間違った

道を避けることができないのと同じことなのである。

　このことは，認識論からいえば，どんな認識にも感性

的なるものと理性的なるものが参与することを意味して

いる。認識過程の 2つの段階はある統一を形成するが，

その場合には，思惟は感覚的形態に反映されたものから

一般的なるものを分析抽出するのである。感覚的経験か

ら，理性的認識へと，認識が有意味な前進をして初めて

純粋な認識に至るものである。その場合に，理性的認識

はその根源と発端を常に実践経験に求め，それとのコン

タクトを常に保っているのである。」

マイネルの主張は，科学的研究から演繹的に導

き出される理論知と実践から帰納的に導き出され

る実践知の関係を考える上で我々に大きな示唆を
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　おわりに

本稿では，スポーツ指導者教育における理論知

と実践知の関係についてスポーツ指導者教育の歴

史的な展開とスポーツ指導者養成機関におけるカ

リキュラム現状を確認することから検討してき

た。その結果，スポーツ指導者教育における実践

知教育の不十分さが明らかにされた。今後の課題

としては，スポーツ指導者教育のためのテキスト

を分析することから，理論知と実践知の関係を検

討することによって学問論的な立場からこの問題

を検討することが必要であろう。

注） 「コーチング」と「ティーチング」の関係に関する議

論から，スポーツ指導者と教師（とりわけ体育教師）

を同義に解することには問題があるが，「対象者に指

導する」という語のもつ核心は同様なのでコーチも一

種の教師として議論を進める。
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